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明
治
初
期
の
政
治
的
経
済
的
変
動
に
当
た
り
、
封
建
社
会
に
お
い
て
指
導
的
役
割
を
は
た
し
た
武
士
ク
ラ
ス
は
明
治
政
府
の
近
代
化
政

策
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
か
。
こ
の
課
題
に
た
い
し
て
下
級
武
士
に
つ
い
て
は
秩
録
処
分
や
士
族
授
産
の
問
題
か
ら
の
研
究

は

じ

め

に

七六五四三ニー

は

じ

め

に

三
奈
木
黒
田
家
知
行
地

三
奈
木
黒
田
家
の
家
臣

知
行
地
に
お
け
る
支
配
の
在
り
方

家
臣
団
の
解
体

三
奈
木
黒
田
家
財
政

三
奈
木
黒
田
家
の
地
租
改
正

明
治
十
年
代
の
三
奈
木
黒
田
家
財
政

お

わ

り

に

楠

|
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九
世
紀
福
岡
藩
家
老
三
奈
木
黒
田
家
の
場
合

I
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が
進
み
、
上
級
武
士
、
中
で
も
封
建
領
主
で
あ
っ
た
大
名
に
つ
い
て
は
蜂
須
賀
家
、
毛
利
家
、
尾
張
徳
川
家
、
細
川
家
と
い
っ
た
大
手
の

華
族
資
本
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
華
族
の
資
産
に
つ
い
て
は
千
田
稔
氏
は
「
華
族
資
本
の
成
立
・
展
開
ー
一
般
的
考
察
」
（
「
社
会

経
済
史
学
』

五
二
の
一
）
に
お
い
て
「
大
正
期
に
は
旧
大
中
藩
諸
侯
出
身
華
族
は
ほ
ぽ
全
員
が
査
産
家
と
し
て
定
着
し
、
且
つ
旧
小
藩
諸

侯
か
ら
も
資
産
者
化
す
る
者
も
で
て
」
い
る
と
の
ぺ
て
い
る
。
大
名
ク
ラ
ス
は
明
治
政
府
が
断
行
し
た
藩
債
処
分
に
よ
っ
て
借
金
地
獄
の

公
的
財
政
か
ら
は
解
き
放
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
秩
禄
処
分
や
地
租
改
正
と
近
代
化
政
策
が
施
行
さ
れ
る
な
か
で
、
堅
実
な
私
的
財
産

を
確
保
し
、
自
ら
の
資
産
を
銀
行
や
鉄
道
と
い
っ
た
地
方
産
業
、
あ
る
い
は
土
地
購
入
に
投
資
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
産
を
増
加
さ
せ
資

本
主
義
社
会
の
な
か
に
自
ら
の
地
歩
を
固
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
る
。
彼
ら
の
私
的
財
産
の
基
礎
と
な
っ
た
の
が
秩
禄
処
分
に
よ

っ
て
支
給
さ
れ
た
金
禄
公
債
と
地
租
改
正
に
よ
る
土
地
所
有
で
あ
っ
た
。
地
租
改
正
で
当
初
、
華
族
の
開
墾
地
に
対
す
る
権
利
に
た
い
し

(
2
)
 

て
「
封
土
奉
還
の
節
卜
地
相
成
候
上
は
直
二
耕
作
人
を
持
主
二
相
定
」
め
る
の
が
相
当
と
い
っ
た
施
策
で
あ
っ
た
に
も
係
わ
ら
ず
結
果
的

に
は
華
族
層
が
か
な
り
の
土
地
を
所
有
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

従
来
の
研
究
が
大
藩
の
藩
主
で
あ
っ
た
家
を
対
象
に
、

し
か
も
明
治
期
以
降
の
華
族
資
本
よ
り
出
発
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
福
岡
藩

の
家
老
で
あ
っ
た
三
奈
木
黒
田
家
（
一
義
が
明
治
一
二
十
三
年
男
爵
と
な
る
）

を
収
り
上
げ
、
藩
制
期
の
家
老
財
政
か
ら
秩
禄
処
分
、
地
租

改
正
を
経
る
中
で
ど
の
様
な
対
応
を
し
て
私
的
財
産
を
確
保
し
て
い
っ
た
か
、

ま
ず
は
そ
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
蓄
期
の

華
族
資
本
成
立
以
前
の
旧
上
層
武
士
の
資
産
蓄
積
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
地
域
に
果
た
し
た
役
割
を
検
討
す
る
。

―
―
―
奈
木
黒
田
家
の
知
行
地
の
成
立
、
財
政
、
家
臣
構
成
等
に
つ
い
て
は
『
甘
木
市
史
』
に
す
で
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
三
奈
木
黒
田

家
が
地
租
改
正
に
よ
っ
て
何
処
に
ど
の
程
度
の
土
地
所
有
が
可
能
で
あ
っ
た
か
を
知
る
た
め
に
は
当
家
の
江
戸
期
の
知
行
地
や
そ
の
支
配
、

家
老
と
し
て
の
公
的
財
政
、
家
臣
団
の
有
様
等
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
を
確
認
す
る
た
め
藩
制
期
の
三
奈
木
黒
田
家

か
ら
の
べ
る
。
福
岡
藩
主
で
あ
っ
た
黒
田
家
と
区
別
す
る
た
め
に
三
奈
木
黒
田
家
と
仮
称
す
。
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び
に
目
録
の
み
が
残
存
し
て
い
る
。

＿
二
奈
木
黒
田
家
知
行
地

―
―
―
奈
木
黒
田
家
は
本
来
加
藤
姓
で
初
代
．
成
の
と
き
黒
田
姓
を
賜
う
。
福
岡
藩
の
家
老
の
中
で
も
別
格
扱
い
を
受
け
「
寛
文
官
録
」
中

で
は
大
老
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
家
老
が
浮
沈
を
繰
り
返
す
中
で
三
奈
木
黒
田
家
だ
け
は
江
戸
期
を
通
じ
て
家
老
を
務
め
た
。
三
奈
木
黒

田
家
自
身
も
他
の
家
老
と
は
家
格
が
違
う
と
の
意
識
か
あ
っ
た
。

当
家
の
知
行
地
並
ぴ
に
知
行
高
を
見
て
み
れ
ば
、
慶
長
七
年
に
一
万
―

1
0
0
0
石
が
黒
田
三
左
衛
門
尉
(
-
代
一
成
）
に
与
え
ら
れ
た
。

同
一
七
年
の
長
政
の
知
行
宛
行
状
で
は
下
座
郡
の
う
ち
一
五
村
、
那
珂
郡
の
う
ち
―
一
村
、
こ
こ
で
一
万
ニ
―
五
二
石
余
が
宛
行
わ
れ
、
そ

の
う
ち
一
五
二
石
余
が
一
成
の
兄
加
藤
内
匠
吉
成
の
知
行
分
と
し
て
り
え
ら
れ
た
。
（
表
1
)

1
0
0
0
石
か
ら
八

0
0
石
で
あ
っ
た
。

―
一
年
に
は
家
督
後
の
三
代
一
貫

創
出
の
際
、
下
座
郡
平
塚
、
田
代
、
山
見
、
柿
原
村
が
秋
月
領
と
さ
れ
た
か
わ
り
に
、
下
座
郡
四
郎
村
、
吉
末
村
、
夜
須
郡
松
延
村
、
吹

田
村
、
赤
坂
村
、
三
笠
郡
国
分
村
、
粕
屋
郡
八
田
村
の
う
ち
二
千
百
二
石
余
が
替
え
地
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。
寛
永
―

1
0
年
忠
之
の
知
行

宛
行
状
で
は
前
年
に
家
督
相
続
し
た
二
代
目
一
仔
に
は

の
一
万
一

0
0
0
石
余
を
中
心
と
し
て
、
夜
須
郡
、

万
五

0
0
0
石
が
宛
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
明
暦
二
年
光
之
よ
り
一

0
0
0

石
（
下
座
郡
、
三
笠
郡
、
粕
屋
郡
、
御
牧
郡
の
う
ち
）
加
増
さ
れ
；
り
六

0
0
0
石
と
な
っ
た
。
寛
文

に
一
万
五
一
四
六
石
が
、
そ
し
て
延
宝
五
年
に
三
笠
、
下
座
両
郡
の
う
ち
よ
り
一

0
0
0
石
が
加
増
さ
れ
て
一
万
六
一
六
五
石
と
な
っ
た
。

元
禄
一
五
年
綱
政
よ
り
源
左
衛
門
一
利
（
五
代
）
に
一
万
六
二

0
五
石
が
宛
行
わ
れ
た
。
こ
の
知
行
地
は
一
貰
の
時
と
ほ
ぽ
同
じ
で
あ
る

が
、
三
笠
郡
杉
塚
と
天
山
村
が
追
加
さ
れ
た
。
以
後
こ
の
知
行
高
と
領
地
は
固
定
す
る
。
こ
の
後
は
隠
居
料
と
部
屋
住
料
の
宛
行
状
な
ら

{
5
)
 

一
万
六
―

i
O
五
石
の
内
訳
は
田
一
万
一
―
二
四
九
石
余
、
畠
―
―
一
九
五
五
石
で
あ
る
。
知
行
地
は
下
座
郡

さ
ら
に
那
珂
、

―
-
＿
笠
、
糟
屋
郡
に
飛
地
が
あ
っ
た
。

尚
、
隠
居
料
等
と
し
て
宛
行
わ
れ
た
村
は
寛
永
八
年
で
は
那
珂
郡
片
縄
、
松
木
村
、
万
治
二
年
の
―
二
笠
郡
瓦
田
村
、
亨
保
以
後
で
は
三

笠
郡
天
山
、
粕
屋
郡
中
原
、
上
座
郡
古
賀
、
那
珂
郡
上
警
固
、
早
良
郡
有
田
、
東
入
部
村
で
、

一
成
に
た
い
し
て
は
更
に
元
和
九
年
支
藩
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表1 三奈木黒田家知行地（単位は石、石以下は切捨）

村 名
慶 長 元 和 寛 永 明 暦 寛 文 延 宝 元 禄
17.1.27 9.9.1 20.5.1 2.3.23 12.9.15 5.12.11 15.3. 7 

下座・三奈木 3546 3659 3679 3679 
荷原 628 636 642 652 
桑原 1142 1163 1170 1169 
中嶋田 686 659 700 701 
林田 170 185 186 186 
上畑 97 97 97 97 
蔵薗 88 88 88 89 
城 259 272 273 273 
長田 1090 1090 1264 1266 
平塚 774 秋月領

田代 178 秋月領

矢野獄 155 
山見 189 秋月領

柿原 213 秋月領

白鳥（富永） 511 511 512 512 
吉末 188 28 320 322 322 
小隈 724 860 871 871 

（加内藤15内21匠よ分）
四郎丸 292 292 293 293 
金丸 366 366 366 
坂井 50 52 117 117 
八重津 475 475 

那珂・東光寺 747 
春H 257 795 819 822 
片縄 54 

夜須•松延 520 520 52 581 582 
吹田 50 50 50 51 
赤坂 95 95 95 95 
曽根田 1091 1100 1104 

三笠・国分 689 689 701 701 

吉木 411 411 411 
水城 369 6 392 390 
仲 55 88 88 

瓦田 407 
杉塚 407 
夭山 40 

糟屋・八田 425 425 2 433 435 
御牧・山田 775 

計 12152 2103 14741 1000 15146 1000 16205 

替地 加増 加増

長政 忠之 忠之 光之 光之 光之 綱政

美作守 美作守 三左衛門 三左衛門 i原左衛門 三左衛門 源左衛門

（一成） （一成） （一任） （一任） （一貫） （一貫） （一利）
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と
し
て
付
与
し
た
時
、
彼
に
足
軽
組
を
預
け
た
と
あ
り
、
ま
た
二
代
一
任
の
時
、
承
応
年
間
に
新
免
七
兵
衛
が
新
た
に
足
軽
組
を
仕
立
て

た
と
あ
る
。
前
者
が
三
奈
木
村
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
走
折
組
（
走
り
下
組
と
も
い
う
）

(
8
)
 

寺
組
と
い
わ
れ
て
い
る
。

の
は
、
小
役
人
と
い
わ
れ
た
郷
足
軽
で
あ
る
。
天
保
四
年
、
郡
役
所
よ
り
の
調
査
に
た
い
し
、
郷
足
軽
の
人
数
を
書
き
上
げ
て
い
る
。

（表
3
)
全
体
で
九
九
人
。
下
座
、
夜
須
、
三
笠
、
那
珂
、
糟
屋
郡
に
及
び
、

表2
言
い
伝
え
と
し
て
、
島
原
の
陣
の
節
、
人
数
不
足
を
痛
感
し
た
一
成
は
、
帰
陣
後
知
行
所
の
村
々
に
百
人
の
郷
足
軽
を
置
い
た
と
あ
る

与力人名 （三 1851)

石高 人名

130 立川甚右衛門

130 江見彦右衛門

100 坪田藤左衛門

200 松田掃部

83 藤田久左衛門

83 楓市右衛門

83 波葉久左衛門

83 吉田正太夫

130 岸弥助

83 福山博七

100 阿保彦兵衛

100 進藤加右衛門

83 今井喜右衛門

120 岡又右衛門

116 加藤弥左衛門

100 結城平八

100 加藤兵右衛門

1824 

増
、
さ
ら
に
文
禄
四
年
一
八
二
四
石
加
増
さ
れ
、

四
八
四
石

天
正
十
六
年
孝
高
よ
り
一
成
が
豊
前
国
に
お
い
て
ニ
ニ
四
九
石
宛
行
わ
れ
た
時
そ
の
内
訳
は
三
五

0
石

陸
士
の
者
分
、
五

0
0
石

鉄
砲
の
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
長
政
よ
り
ニ
―

0
石
が
鉄
砲
五
挺
上
下
―
二
人
の
役
と
し
て
加

(
6
)
 

一
七
人
の
与
力
が
付
与
さ
れ
た
。
（
表
2
)

奈
木
黒
田
家
の
家
臣

地
租
改
正
で
は
一
作
地
と
抱
地
並
び
に
山
林
が
問
題
と
な
る
が
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。

自
分
、
九
一
五
石

三
奈
木
黒
田
家
の
当
初
の
家
臣
の
構
成
人
員
は
分
か
ら
な
い
。
元
禄
五
年

の
元
帳
に
享
保
ニ
一
年
訂
正
が
加
わ
っ
た
「
給
知
高
脹
」
に
よ
れ
ば
、
三
八

0
石
の
加
藤
助
太
夫
の
も
と
に
二
四
名
、
合
わ
せ
三
二
九
四
石
余
、
二
五
〇

石
の
大
庭
新
左
衛
門
の
も
と
に
二
六
名
、
合
わ
せ
高
二

0
六
七
石
余
、
合
計

(
7
)
 

五
三
六
一
石
余
と
あ
る
。
こ
の
五

0
名
が
馬
乗
で
三
奈
木
黒
田
家
の
家
臣
団

の
中
心
を
な
し
、
そ
の
も
と
に
扶
持
を
給
せ
ら
れ
た
士
分
の
者
、
銃
手
の
足

軽
が
い
た
。
足
軽
は
文
禄
四
年
長
政
が
美
作
一
成
に
進
藤
加
右
衛
門
を
与
力

で
あ
り
、
後
者
は
荷
原
村
を
中
心
と
し
て
帝
釈

い
ず
れ
も
知
行
地
内
に
配
置
さ
れ
た
。
小
役
人
の
う
ち
大

馬
乗
分

-313-



工
職
の
五
人
は
寛
政
六
年
藩
の
許
可
を
得
て
軍
用
や
三
奈
木
村
御
茶
屋
の
手

(9} 

の
当
の
た
め
置
か
れ
た
。

工
T
T
i

大

人

大

2

2

1

6

 

こ
れ
ら
足
軽
・
郷
足
軽
の
役
目
は
非
常
用
の
備
と
し
て
、
福
岡
藩
で
は
三
奈

2
 

内
内
内5

4

9

1

1

3

5

4

1

3

2

1

6

1

8

2

9

 

2
0
1
3
 

（
、
木
黒
田
家
が
担
当
し
た
長
崎
警
備
な
ど
に
駆
り
出
さ
れ
た
。
享
和
三
年
一
―

(10) 

月
の
「
加
藤
忠
左
衛
門
演
説
書
」
に
よ
れ
ば
こ
の
年
の
秋
、
長
崎
へ
異
国
船

残
下
座
表
を
出
払
、
同
夕
夜
半
比
は
妥
元
江
着
（
略
）

ハ
誠
二
勇
々
敷
儀
共
二
御
座
候
」
ま
た
跡
勢
呼
越
す
こ
と
も
あ
る
か
と
、
「
士
分
弐
拾
人
ハ
道
中
小
道
具
陣
羽
織
騎
馬
に
て
具
足
鎗
鉄
砲

を
持
せ
、
無
足
其
外
足
軽
又
者
都
合
百
四
十
人
余
速
二
可
相
仕
廻
段
申
付
候
処
、
翌
―
一
十
八
日
昼
過
二
か
け
不
残
仕
廻
申
出
候
」
と
在
り
、

知
行
所
内
の
足
軽
が
呼
び
か
け
に
応
じ
て
速
や
か
に
集
ま
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
士
分
、
無
足
、
其
外
の
足
軽
、
さ
ら
に
又
者
ま
で
か
非

常
時
に
は
駆
け
つ
け
る
体
制
が
出
来
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
嘉
永
七
年
七
月
長
崎
警
備
の
人
数
不
足
か
ら
郷
足
軽
は
新
た
に
一

―
一
人
召
し
抱
え
ら
れ
、

一
軒
の
う
ち
で
家
来
判
の
者
と
村
判
の
も
の
が
い
る
わ
け
で

に
伴
な
い
足
軽
―
―
―
五
人
の
調
達
を
知
行
所
に
通
達
し
て
き
た
。
「
村
々
江
罷

―
一
里
も
一
一
里
半
も
相
隔
村
々
江
罷
在
候
三
五
人
之
足
軽
共
暫
時
之
内
二
出
払
候
段

一
人
に
銀
一
五

0
目
宛
渡
さ
れ
た
。
ま
た
郷
足
軽
の
者
が
病
身
で
あ
っ
た
り
老
年
に
及
ん
だ
時
に
は
そ
の
者
の
居

村
庄
屋
が
代
勤
を
だ
す
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

郷
足
軽
と
な
っ
た
者
は
家
来
判
と
な
り
、
庄
屋
支
配
か
ら
は
は
ず
れ
た
。

あ
る
。
家
来
判
に
す
る
に
は
郡
奉
行
の
許
可
を
必
要
と
し
た
。
し
か
し
村
に
と
っ
て
は
家
来
判
の
者
が
多
く
出
る
こ
と
は
夫
役
負
担
の
基

準
と
な
る
面
役
人
数
の
減
少
に
つ
な
が
り
歓
迎
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
と
に
江
戸
後
期
に
な
る
と
面
役
人
数
の
減
少
が
ど
の
村

で
も
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
家
来
判
の
願
出
に
対
し
て
「
下
座
郡
痛
ミ
村
人
少
此
上
免
役
差
除
之
者
多
く
相
成
候
而
ハ
及
差
岡
候
付
召

表3 郷足軽人数（犬保四年）

ド座郡三奈木村

荷原村

城村

中嶋出村

四郎丸村

桑原村

金丸村

小隈村

長田村

夜須郡松延村

曽根田村

吹田村

赤坂村

御笠郡吉木村

国分村

中村

那珂郡春H村

槽屋郡八田村

計

在
足
軽
共
銘
々
仕
廻
次
第
先
を
争
ひ
可
罷
出
旨
申
付
候
処
、
同
日
昼
比
は
不

一
艘
入
津
の
知
ら
せ
が
入
り
源
左
衛
門
が
急
拠
長
崎
出
張
と
な
っ
た
。
そ
れ
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御
側
頭
取

銃
手

一七

同
列

大
工

別
格
馬
乗

御
乳
母

平
士
馬
乗
中

御
局
役

(12) 

抱
儀
二
候
ハ
、
一
村
二
不
片
寄
様
有
之
度
」
と
郡
奉
行
小
田
正
左
衛
門
は
答
え
て
い
る
。

つ
ぎ
に
家
臣
の
職
務
を
「
分
限
帳
写
」
か
ら
書
上
げ
て
み
る
。
こ
れ
は
幕
末
か
ら
明
治
初
め
に
か
け
て
の
史
料
で
あ
る
が
、
ど
の
様
な

御
構
頭
分
格

御
玄
関
頭
番
座
口

御
銀
奉
行
格

御
納
戸
格

御
勘
定
所
帳
元
格

御
留
守
居
隠
居

1
0
 

無
礼
無
足

御
蔵
奉
行

無
足
休

三

御
代
官

御
錠
口

御
料
理
方

銃
手
頭

七

取
立
方

御
用
方

小
人
小
頭
格

同
格

御
小
姓
格

-L  

ノ‘

番
頭

御
右
筆

同
格

御
医
師

御
留
守
居

＇ ノ‘

職
務
が
分
担
さ
れ
て
い
た
か
が
分
か
る
。

御
次
末
席

六 匹
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留
守
居
が
一
―
―
奈
木
黒
田
家
の
最
高
決
定
機
関
で
在
り
、
用
方
で
一
般
行
政
を
担
当
し
、
蔵
奉
行
、
銀
奉
行
格
、
納
戸
格
が
お
か
れ
て
米

や
金
銀
、
物
品
の
管
理
、
取
立
方
は
年
貢
・
余
米
の
取
立
方
で
あ
ろ
う
か
、
勘
定
所
帳
元
格
で
会
計
を
担
当
、
ま
た
知
行
地
が
離
れ
て
い

る
た
め
か
代
官
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
家
老
を
務
め
、
又
知
行
扁
も
一
万
六
千
石
に
及
び
多
く
の
家
臣
団
を
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
藩
の

地
租
改
正
を
考
え
る
場
合
江
戸
期
の
三
奈
木
黒
田
家
の
知
行
地
内
で
の
支
配
の
在
り
方
、
家
臣
や
農
民
と
の
つ
な
が
り
が
大
き
く
作
用

し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
知
行
主
と
し
て
の
影
響
力
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
、
こ
こ
で
支
配
の
在
り
方
を
述
べ
る
。
当
主
の
家
督
相

続
に
あ
た
り
先
代
が
論
じ
て
言
う
に
は
、
「
是
迄
代
々
格
別
結
構
被
仰
付
候
家
筋
二
付
外
家
老
と
も
違
候
」
家
柄
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、

ま
ず
長
崎
警
備
に
当
た
り
急
な
旅
立
ち
が
出
来
る
よ
う
に
心
掛
け
て
置
く
こ
と
。
言
行
を
専
一
に
し
、
多
言
は
禍
の
基
。
先
祖
の
祭
は
入

念
に
す
る
。
さ
ら
に
家
政
に
つ
い
て
は
他
家
の
家
法
を
受
け
入
れ
ず
、
古
格
を
守
る
こ
と
。
そ
し
て
留
守
居
共
と
打
合
わ
せ
る
こ
と
を
勧

め
て
い
る
。
「
留
守
居
共
無
腹
蔵
談
合
（
加
藤
）
忠
左
衛
門
其
外
下
座
在
宅
留
守
居
中
に
も
同
様
」
に
相
談
す
る
よ
う
述
べ
、
留
守
居
中

(14) 

初
め
家
来
共
の
賞
罰
は
「
他
家
之
意
を
か
り
候
儀
有
之
間
鋪
」
と
他
家
か
ら
口
を
挟
ま
れ
な
い
よ
う
独
自
で
行
う
よ
う
注
意
し
て
い
る
。

留
守
居
が
福
岡
下
座
共
に
い
て
重
要
な
役
割
を
務
め
た
。
さ
ら
に
「
家
老
共
を
初
其
外
目
付
共
福
岡
へ
言
上
状
並
進
物
之
披
露
状
へ
至
迄

佐
伯
十
右
衛
門
守
嶋
八
郎
左
衛
門
両
人
へ
対
シ
差
越
可
申
」
と
下
座
か
ら
福
岡
へ
の
ル
ー
ト
を
特
定
し
て
、
職
務
機
構
の
統
一
性
を
は
か

っ
て
い
る
。
家
老
と
称
し
て
い
る
よ
う
に
当
家
に
お
い
て
も
本
藩
と
同
様
な
呼
称
を
用
い
て
い
る
。
下
座
の
家
臣
に
対
し
、
遠
方
故
に
他

知
行
地
に
お
け
る
支
配
の
在
り
方

機
構
の
縮
小
さ
れ
た
も
の
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

御
側

御
次
座
口

御
側

―1
0
 ゜

計

二
0
九
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国
へ
自
由
に
妻
子
連
れ
で
見
物
な
ど
に
出
て
い
る
こ
と
を
耳
に
す
る
が
以
後
は
許
可
を
得
ね
ば
な
ら
な
い
、
家
居
は
分
相
応
に
普
請
等
致

し
、
百
姓
家
同
前
に
庭
や
屋
敷
廻
り
を
荒
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
近
年
下
座
侍
共
が
侍
の
風
儀
を
大
方
に
致
し
て
い
る
の
を
聞
く
が
、

目
付
を
人
れ
て
吟
味
す
る
と
目
付
―
一
人
を
定
め
下
庫
在
住
の
家
臣
の
取
り
締
ま
り
を
強
化
し
て
い
る

知
行
地
の
下
座
郡
と
福
岡
に
家
臣
が
分
か
れ
て
い
る
た
め
、
下
座
郡
で
は
三
奈
木
村
に
あ
る
御
茶
屋
に
お
い
て
留
守
居
中
が
寄
集
ま
っ

て
下
座
在
住
の
家
臣
の
評
議
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
三
奈
木
村
に
は
屋
敷
が
置
か
れ
て
い
た
。
常
に
当
家
が
留
守
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く

宝
暦
四
年
一
興
へ
家
督
を
譲
っ
た
一
成
は
適
斎
と
号
し
て
三
奈
木
で
隠
居
生
活
を
営
ん
だ
。
ま
た
「
昨
年
（
元
治
元
年
）
在
住
之
儀
被
仰

出
候
付
拙
者
知
行
所
下
座
郡
三
奈
木
村
ハ
以
前
仮
成
之
居
住
所
有
之
家
来
共
も
相
応
差
置
候
儀
二
付
同
所
江
在
住
之
含
二
而
猶
又
家
来
共

住
居
所
取
建
て
当
春
以
来
追
々
引
越
さ
せ
居
申
候
拙
者
儀
当
年
中
引
越
家
政
筋
ハ
勿
論
家
来
共
文
武
之
修
行
一
際
厳
重
宰
判
申
付
度
l

と

が
一
一
奈
木
に
在
住
し
た
。

慶
応
元
年
に
は
播
咲
（
暁
心
）

知
行
地
に
は
福
岡
在
勤
で
な
い
家
臣
や
荷
原
村
の
帝
釈
寺
組
、
三
奈
木
村
の
走
り
折
組
、
各
村
に
散
在
し
た
小
役
人
な
ど
田
畑
を
与
え

ら
れ
た
足
軽
が
い
た
。
そ
の
田
畑
に
は
一
二
奈
木
黒
田
家
が
買
い
入
れ
て
与
え
た
田
畑
も
あ
っ
た
。
村
に
は
村
判
の
も
の
と
家
来
判
の
も
の

と
が
入
り
交
じ
っ
て
い
た
の
で
そ
の
間
で
問
題
も
生
じ
た
。
次
の
史
料
は
水
利
争
い
か
ら
生
じ
た
庄
屋
の
罷
免
で
あ
る
。

明
和
八
年
一

0
月
一
二
奈
木
村
庄
屋
忠
九
郎
が
役
儀
並
び
に
地
方
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
事
の
次
第
は
「
当
夏
早
魃
二
而
田
方
用
水
払
底

二
有
之
候
故
走
り
折
組
中
御
預
ヶ
之
田
方
水
引
二
参
六
月
三
日
之
夕
三
奈
木
村
之
内
於
落
井
手
庄
屋
忠
九
郎
と
致
水
論
候
節
同
人
儀
対
組

中
二
此
方
様
御
名
ヲ
殿
唱
二
致
候
由
支
配
頭
守
嶋
文
左
衛
門
迄
申
出
」
そ
の
結
果
文
左
衛
門
が
出
福
し
言
上
に
及
ん
だ
。
そ
し
て
「
忠
九

郎
事
兼
而
茂
奉
対
此
方
様
不
敬
之
筋
並
私
欲
二
紛
敷
風
説
茂
有
之
」
と
言
う
事
に
な
り
、
調
べ
た
結
果
頭
百
姓
等
と
話
が
あ
る
と
い
っ
て

は
よ
く
組
頭
宅
で
酒
宴
を
催
し
、
そ
の
入
目
を
村
入
目
と
し
た
。
夫
遣
も
公
役
と
称
し
て
私
用
に
遣
っ
た
。
藪
田
百
姓
の
新
規
取
立
に
福

岡
藩
よ
り
渡
さ
れ
た
銀
子
を
私
欲
か
ま
し
い
事
に
利
用
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
が
露
見
し
、
忠
九
郎
の
役
儀
取
上
を
福
岡
藩
郡
奉
行
味
岡
園

右
衛
門
へ
源
左
衛
門
よ
り
申
入
れ
た
。
そ
の
結
果
福
岡
藩
よ
り
詮
議
が
あ
っ
て
庄
屋
役
の
取
上
と
成
っ
た
。
忠
九
郎
家
は
正
保
―
―
一
年
に
庄
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庄
屋
に
任
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

け
で
は
な
い
。
但
、

屋
を
仰
せ
つ
か
り
、

そ
れ
ま
で
消
右
衛
門
家
一
人
で
受
け
持
っ
て
い
た
三
奈
木
村
を
上
下
に
二
分
し
両
家
で
分
担
、
情
右
衛
門
家
か
持
っ

て
い
た
庄
屋
役
地
を
半
分
一
五

0
石
取
上
げ
忠
九
郎
先
祖
惣
兵
衛
の
持
地
四

0
石
余
と
合
わ
せ
一
五

0
石
に
成
る
よ
う
与
え
た
と
い
う
。

そ
こ
で
清
右
衛
門
は
も
と
も
と
自
分
家
の
所
有
で
あ
っ
た
と
訴
え
、
忠
九
郎
の
土
地
が
引
上
げ
ら
れ
清
右
衛
門
に
与
え
ら
れ
た
。
い
ま
ま

で
年
番
で
勤
め
て
き
た
三
奈
木
黒
田
家
の
用
筋
は
消
右
衛
門
一
人
に
仰
付
け
る
と
御
茶
屋
で
目
付
立
ち
会
い
の
上
、
江
見
惣
兵
衛
よ
り
申

渡
さ
れ
た
。
咎
め
ら
れ
た
忠
九
郎
の
言
と
は
「
此
水
事
二
付
而
ハ
源
左
衛
門
殿
御
家
来
と
申
候
而
も
水
之
儀
二
付
候
而
ハ
庄
屋
次
第
今
日

之
様
二
自
分
二
水
を
被
取
候
而
ハ
一
体
風
俗
不
宜
敷
候
源
左
衛
門
殿
家
来
注
茂
水
を
引
被
申
候
ヘ
ハ
百
姓
同
前
二
候
此
所
庄
屋
次
第
二
候

間
今
夕
取
除
ヶ
候
所
手
指
被
申
候
」
「
此
以
後
家
来
中
ハ
秋
免
之
次
第
御
納
方
決
而
取
次
不
申
」
と
言
っ
た
と
言
う
。
そ
こ
で
走
り
折
組

の
儀
八
以
下
九
名
は
「
私
共
申
候
は
兼
而
支
配
方
衆
い
か
つ
が
ま
し
き
次
第
井
二
風
俗
不
宜
敷
儀
は
何
も
不
仕
」
様
に
言
わ
れ
て
い
た
の

で
「
左
様
之
儀
は
不
被
申
様
」
と
述
べ
た
だ
け
と
い
う
。
水
事
は
庄
屋
の
差
配
で
あ
り
知
行
主
の
家
来
で
も
勝
手
な
振
る
舞
い
は
で
き
な

い
こ
と
。
さ
ら
に
秋
免
の
納
方
は
以
後
取
次
が
な
い
と
忠
九
郎
が
言
っ
て
い
る
。
庄
屋
の
い
う
一
二
奈
木
黒
田
家
の
用
筋
と
は
こ
の
年
貢
の

取
次
ぎ
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
年
貢
米
大
豆
等
は
一
云
一
奈
木
黒
田
家
が
知
行
地
の
村
々
か
ら
直
接
取
立
て
て
い
る
わ

一
作
地
、
抱
地
等
の
当
家
の
私
有
地
の
年
貢
、
余
米
の
取
立
は
本
来
当
家
が
す
べ
き
所
を
一

1

一
奈
木
村
の
場
合
の
様
に

ま
た
庄
崖
役
地
は
上
座
下
座
郡
に
間
々
あ
る
も
の
で
、
他
郡
に
は
な
い
と
清
右
衛
門
は
の
べ
て
い
る
。

次
に
「
文
化
十
三
年
御
茶
屋
寄
合

H
記
」
か
ら
留
守
居
中
の
評
議
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

留
守
居
を
中
心
と
し
た
加
藤
十
五
郎
、
加
藤
圃
右
衛
門
、
萩
本
伊
右
衛
門
、
守
嶋
十
郎
太
夫
、
阿
陪
久
右
衛
門
、
八
並
喜
内
、
手
塚
久

左
衛
門
（
目
付
）
に
よ
っ
て
寄
合
い
が
御
茶
屋
に
お
い
て
一
、

-
‘
―
二
日
と
月
三
回
も
た
れ
た
。

夫
遣
い
に
つ
い
て
。
辟
冬
薬
院
両
下
屋
敷
か
類
焼
、
長
屋
普
請
に
際
し
御
茶
屋
付
山
よ
り
松
木
材
を
運
搬
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

松
延
村
ま
で
知
行
所
の
農
民
に
よ
っ
て
村
継
で
持
出
さ
せ
る
。
夫
高
百
人
、
正
月
二
四
・
ニ
五
日
に
亘
り
五

0
人
宛
持
ち
出
さ
せ
る
と
い
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五
福
岡
月
番
、
代
参
、
出
府
な
ど
役
職
決
め
が
行
な
わ
れ
た
。

議
し
て
福
岡
に
送
ら
れ
、
福
岡
の
許
可
を
得
て
下
達
さ
れ
た
。

四
う
。
道
証
拠
が
な
い
の
で
本
藩
の
山
奉
行
へ
引
合
わ
せ
て
お
り
、
オ
料
の
足
軽
を
一
人
福
岡
ま
で
付
き
添
わ
せ
る
。
木
挽
、
根
伐
、
角
取

こ
れ
に
よ
っ
て
知
行
地
の
農
民
に
夫
役
を
課
す
こ
と
が
で
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

百
姓
の
宰
判
に
つ
い
て
。
加
藤
十
五
郎
抱
え
山
で
根
柴
盗
伐
取
り
し
た
知
行
村
の
百
姓
に
た
い
し
山
方
よ
り
詮
議
、
庄
屋
倉
右
衛

門
が
謝
罪
し
て
許
さ
れ
、
科
料
銭
二
十
目
が
申
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
当
家
家
臣
の
抱
山
で
の
こ
と
な
の
で
、
当
家
で
処
分
し
て
い
る
。

江
藤
良
節
伊
勢
参
宮
の
帰
途
病
死
、
供
の
者
と
も
ど
も
赤
間
関
よ
り
引
き
取
る
。
途
中
供
の
者
を
ち
り
と
に
乗
せ
た
こ
と
は
届
出
な
し
。

供
の
者
は
村
判
に
付
郡
方
よ
り
の
詮
議
で
当
方
に
は
厄
介
は
掛
か
ら
な
い
。
当
方
か
ら
は
届
け
な
い
。
村
判
の
百
姓
の
宰
判
は
本
藩
の
郡

家
来
判
の
宰
判
に
つ
い
て
。
走
下
組
の
者
か
狐
踊
相
催
し
た
た
め
、
走
り
折
組
の
支
配
高
岡
茂
兵
衛
が
そ
の
者
を
召
篭
置
き
、
親

直
助
へ
御
示
仰
付
ら
れ
た
上
で
、
本
人
を
家
来
判
よ
り
除
い
た
。
こ
の
件
は
飛
脚
を
も
っ
て
福
岡
へ
通
知
。

坂
組
四
人
と
日
田
の
者
喧
嘩
一
件
。
甘
木
に
て
口
論
に
及
び
そ
の
後
日
田
の
者
は
行
方
不
知
と
な
り
、

日
田
で
捜
査
が
始
ま
っ
た
。
そ

こ
で
支
配
頭
新
免
弾
之
丞
は
四
人
を
小
頭
預
け
と
す
る
。
当
家
の
目
付
が
ま
ず
詮
議
、
さ
ら
に
本
藩
郡
奉
行
上
原
源
一
郎
へ
引
合
わ
せ
、

ま
た
日
田
商
人
で
福
岡
藩
御
用
達
の
中
村
平
大
夫
へ
内
分
聞
合
わ
せ
て
対
応
を
練
っ
て
い
る
。

事
件
の
内
容
に
よ
っ
て
、
当
家
で
内
済
の
も
の
と
本
藩
ま
で
届
出
と
が
あ
る
。

家
臣
の
婚
姻
関
係
、
出
入
り
、
忌
入
り
、
忌
明
け
等
の
顧
届
か
評
議
の
大
半
を
占
め
た
。
荷
原
村
に
あ
る
帝
釈
寺
組
並
び
に
郷
足

軽
中
は
当
時
新
免
弾
之
丞
の
支
配
の
も
と
に
あ
り
、
三
奈
木
村
の
走
り
折
組
は
高
岡
茂
兵
衛
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
足
軽
は
組
に

わ
か
れ
組
頭
（
支
配
頭
）
、
小
頭
が
い
た
。
そ
し
て
福
岡
に
い
る
足
軽
の
＂
楽
院
借
宅
願
や
大
工
町
下
屋
敷
へ
の
部
屋
住
願
も
御
茶
屋
で
評

方
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

挽
立
に
は
一
切
賃
銭
を
支
払
う
。
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っ
て
い
る
。

1
0
 竹

木
伐
採
許
可
。
三
奈
木
川
ヘ
ハ
ヤ
登
込
み
に
付
簗
つ
く
り
の
た
め
竹
木
を
三
奈
木
城
荷
原
村
の
預
山
拝
領
山
か
ら
伐
出
す
こ
と

(19) 

に
な
り
、
山
奉
行
の
許
可
を
え
る
。

御
成
御
用
竹
は
例
の
通
御
用
借
、
山
奉
行
衆
の
証
拠
を
渡
さ
れ
た
。
こ
れ
は
知
行
地
以
外
の
村
か
ら
伐
出
す
た
め
。

妥
元
目
付
方
言
上
筋
の
儀
は
月
番
へ
達
し
た
後
言
上
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
度
直
ち
に
言
上
、
後
子
細
を
月
番
へ
達
す
る
よ
う
に
変

下
座
よ
り
特
産
物
の
献
上
。
子
篭
鮎
献
上
、
長
田
淵
漁
催

御
成
用
梨
子
柿
阿
陪
久
右
衛
門
よ
り
差
出
す
。
持
夫
は
小
役
人
よ
り
出
し
、
足
軽
両
組
間
よ
り
一
人
付
添
う
。

主
賀
喜
左
衛
門
儀
病
気
、
今
取
立
の
時
節
で
出
郷
な
ど
出
来
ず
、
福
岡
表
無
人
二
付
江
見
岡
右
衛
門
へ
来
一
季
近
郷
御
代
官
助

を
仰
付
け
ら
れ
た
。
所
有
地
の
年
貢
、
余
米
取
立
に
際
し
役
人
総
出
で
村
方
に
出
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
代
官
助
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
「
寄
合
日
記
」
の
内
容
で
あ
る
が
、
評
議
の
内
容
は
主
と
し
て
四
と
五
で
占
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
絶
え
ず
福
岡
と
連
絡
を
取
合

知
行
地
は
家
来
判
と
村
判
の
者
が
入
交
じ
り
、
家
来
判
の
者
は
村
の
面
役
か
ら
外
さ
れ
る
な
ど
、
負
担
面
や
支
配
が
違
う
事
な
ど
が
大

九
更。

八 七

本
藩
で
は
半
知
指
上
げ
分
を
指
返
し
、
拝
借
銀
相
止
む
。
当
家
の
家
来
中
へ
も
指
返
す
筈
の
所
、
薬
院
原
ノ
町
下
屋
敷
類
焼
に
付

五
歩
返
済
、
三
月
朔
日
諸
士
中
に
返
す
分
を
受
け
取
り
に
信
国
兵
内
出
福
、
閏
月
御
扶
持
方
も
二
歩
五
厘
の
割
合
で
渡
さ
れ
る
は
ず
の
と

本
藩
で
半
知
差
上
と
な
れ
ば
当
家
家
臣
も
半
知
上
納
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
は
本
藩
で
半
知
分
の
返
還
が
行
わ
れ
た
が
、
当
家
で

は
薬
院
類
焼
に
よ
る
財
政
事
情
の
悪
化
の
為
半
分
の
返
還
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
当
家
の
家
政
は
本
藩
の
政
策
と
連
動
し
て
い
る
。
文
化
九
年
本
藩
諸
士
で
拝
借
不
願
の
者
が
称
詞
さ
れ
た
の
で
当
家
も
同

年
拝
借
不
願
の
面
々
、
九
、

1
0
両
年
不
願
の
面
々
の
称
詞
を
御
茶
屋
で
申
渡
し
た
。

h

ろ
、
右
割
方
御
免
が
仰
付
け
ら
れ
た
。

-』-▲

ノ‘
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銃
手
雇

一九

無
礼

銃
手

八
〇

同
子
弟

七

馬
乗
無
足
子
弟
雇

ニ
八

一
代
無
足

六

無
足

五

同
席

六

同
列

九

馬
乗

六
六

総
人
数

内

家
臣
団
の
解
体

銃
卒

銃
手

三
奈
木
黒
田
家
の
家
臣
団
が
全
部
書
き
上
げ
ら
れ
た
の
は
明
治
三
年
の
家
臣
団
解
体
の
時
で
し
か
な
い
。
「
明
治
三
年
六
月
兵
員
返
上

(20)

（

21) 

之
節
分
限
明
細
帳
」
と
「
在
福
家
来
中
戸
数
覚
」
を
組
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
臣
団
の
大
凡
の
検
討
が
付
け
ら
れ
る
。
後
者
は
在
福

だ
け
で
は
な
く
全
体
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
尚
「
分
限
帳
」
の
総
数
四
一
九
は
実
際
は
四
一
五
で
あ
る
。

「
分
限
帳
」

四

四
一
九
人
（
四
一
五
）

き
な
問
題
点
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

知
方
切
扶
銃
士

戸
数

三 六 ニ
八 内

新
銃
手

走
下
組
・
帝
釈
寺
組

福
岡
銃
手

六

七

切

扶

六

九

地

方

内

ニ
ニ
六

四

内

「
戸
数
覚
」
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(25) 

走
折
組
で
は
田
畑
一
町
以
上
耕
作
者
が
六
名
、
四
—
九
反
が
七
名
、
全
体
で
一
四
町
五
反
あ
っ
た
。

に
な
る
。

明
治
三
年
の
禄
制
改
革
で
三
奈
木
黒
田
家
の
家
臣
の
う
ち
主
な
家
臣
は
福
岡
藩
の
兵
員
に
組
み
込
ま
れ
た
。
馬
乗
の
う
ち
九
名
は
当
初

与
力
と
し
て
当
家
へ
付
け
ら
れ
た
家
柄
で
、
か
ら
れ
は
明
治
三
年
―
二
月
福
岡
藩
庁
よ
り
二
七
石
余
を
与
え
ら
れ
、

馬
乗
は
四
人
扶
持
と
現
石
六
—
一
五
石
を
与
え
ら
れ
、
三
ノ
士
籍
に
付
け
ら
れ
た
。

御
城
代
組
に
当
た
る
と
い
う
。
こ
の
外
馬
乗
列
六
名
と
士
分
四
六
名
（
無
足
、
従
前
一
ノ
卒
）
、
銃
手
の
う
ち
初
代
美
作
一
成
代
に
進
藤

加
右
衛
門
に
付
属
さ
せ
ら
れ
た
足
軽
組
の
家
一
四
名
計
六
六
名
が
卒
に
、
こ
れ
は
従
前
の
ニ
ノ
卒
に
あ
た
る
と
い
い
、
さ
ら
に
一
代
士
分

（
一
代
切
無
足
）
六
名
と
福
岡
銃
手
の
う
ち
一
三
名
が
仕
丁
に
召
抱
え
ら
れ
た
。
仕
丁
は
従
前
の
一
＿
一
ノ
卒
に
当
た
る
と
い
う
。
こ
の
後
政

府
よ
り
卒
の
名
称
が
廃
さ
れ
、
仕
丁
ま
で
の
人
員
が
す
べ
て
士
族
と
な
っ
た
。
銃
手
の
者
も
地
方
余
米
が
与
え
ら
れ
て
い
た
者
は
私
田
を

取
上
げ
、
公
田
は
与
え
て
帰
農
さ
せ
た
。
し
た
が
っ
て
承
応
三
年
仕
立
て
ら
れ
た
銃
手
の
足
軽
帝
釈
寺
組
も
さ
ら
に
走
折
組
も
帰
農
処
分

(22) 

と
な
っ
た
。
ま
た
一
五
俵
以
下
の
者
も
す
べ
て
帰
農
処
分
と
な
っ
た
。

明
治
一
ー
一
年
八
月
の
「
帝
釈
寺
組
拝
地
目
録
」
で
は
田
二
反
七
畝
余
、
畠
一
町
九
反
一
畝
余
、
合
高
一
―
石
余
で
あ
り
、
総
入
口
余
米
は

(23)

（

24) 

一
三
五
表
四
歩
で
あ
っ
た
。
当
時
帝
釈
寺
組
は
三
五
人
お
り
平
均
す
れ
ば
一
人
当
り
田
畑
を
七
畝
、
入
口
余
米
を
四
俵
弱
持
っ
て
い
た
事

卒

＼
＼
 

J
'
/
 

一
ノ
士
籍
と
は
馬
廻
り
に
当
た
り
、
三
ノ
士
籍
と
は

一
ノ
士
籍
に
、
他
の

九

〇

遠

近

小

役

人

一
四

御
開
百
姓

一
八 内

御
判
之
者
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麦4 三奈木黒田家財政丑年御取留高

米 10205俵 丑取留高

146 江戸苦労納役御家来中上納

4 近郷内夫米

520 新拝借御家来中上納

360 二五年賦御家来中上納

375 百石二付八俵引福岡御家来中上納

/ 11610 a 

3551 福岡知方無足足軽迄差紙高

2480 下座知方無足同

1976 御扶助帳/高

153 諸事帳メ

41 両御代官渡諸事

506 賄米

150 閏月御扶持高

150 来秋長崎手当

1296 百石二付八俵引ケ御高掛り

メ10304 b 

1306 c (a -b) 代銭39貫198匁 7分 1厘

1俵30匁

大豆2584

内

405 福岡知方

436 下座知方

187 諸事一切

4 賄用

/1033 

残1550 d 代銭43貫406匁 5分 5厘 (1俵28匁）

米大豆メ c + d 82貫605匁 2分 6厘

内

6633302 5 一季入方

10 長崎手当

18 453 1 6 借財利払

不足 e 12貫180匁 9分 2厘 5

283 下座在宅知方切扶百石二付八俵引ケ高

50 近郷御ー作米

26 神武原御ー作米

/359 f 代銭10貫799匁

不足 g 1貰381匁 9分 2厘 5 e -f 

50 h 主水様差引振替代銭 1貫500匁

全不足 g+h 2貫881匁 9分 2厘 5

"‘ 
゜ 三

奈
木
黒
田
家
の
財
政
を
慶
応
一
年
、
明
治
一
4

年
、
同
一
ー
一
年
の
三
つ
の
積
書
で
そ
の
変
化
を
見
て
み
る

表
4
の
年
代
は
不
詳
だ
が
長
崎
警
備
に
必
要
な
「
長
崎
手
当
」
の
経
費
が
計
上
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
江
戸
後
期
し
か
も
慶
応
一

年
か
そ
れ
以
前
。
丑
年
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
慶
応
一
年
が
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。
取
留
高
は
福
岡
藩
の
一
俵
三
斗
三
升
入
り
で
計
算
す

れ
ば
三
三
六
七
石
余
。
知
行
高
か
ら
計
算
す
れ
ば
二
割
八
厘
の
免
率
と
な
る
。
こ
れ
に
は
当
家
所
有
の
一
作
地
の
余
米
は
含
ま
れ
て
い
な

一
作
地
の
余
米
は
別
会
計
に
な
っ
て
い
る
。

五

三
奈
木
黒
田
家
財
政

（
表4
—

6
)。

（俵以下切捨） （三 1263)
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こ。t
 

が
分
か
る
。
賄
米
は

一
作
地
の
余
米
を
も
収
入
に
入
れ
た
が

収
入
は
所
務
取
留
裔
一
万
―

1
0
五
俵
と
家
来
中
よ
り
の
上
納
米
一

0
三
0
俵
（
江
戸
苦
労
納
役
、
近
郷
内
夫
米
、
家
来
中
の
拝
借
返
納

分
）
が
加
わ
り
、
こ
れ
に
支
出
で
本
藩
へ
の
高
掛
り
分
の
内
家
米
中
に
転
嫁
し
た
分
、
六
五
八
俵
（
福
岡
家
来
中
三
七
五
俵
と
下
座
家
来

中
二
八
―
―
―
俵
）
、

差
は
な
く
な
る
。

さ
ら
に
別
会
計
の
一
作
地
の
余
米
七
六
俵
、
こ
れ
が
全
収
人

(
a
+
f
)
と
な
る
。
ま
た
付
箋
が
付
い
て
「
此
外
米
弐

千
三
百
四
拾
九
俵
ハ
両
度
御
拝
借
押
へ
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
最
初
か
ら
取
留
高
よ
り
除
い
て
あ
る
と
す
れ
ば
、
表
5
の
取
留
高
と
あ
ま
り

支
出
で
は
家
来
中
の
俸
禄
・
扶
助
は
八

0
0
七
俵
、
所
務
取
留
高
の
八

0
％
を
占
め
い
わ
ゆ
る
人
件
費
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と

葦
の
三
奈
木
村
で
の
隠
居
費
用
で
あ
ろ
う
か
。
薬
院
に
は
両
下
屋
敷
が
あ
り
、
ま
た
大
工
町
に
は
浜
屋
敷
が
あ
っ

経
常
収
入
の
取
留
高
で
は
経
常
支
出
を
賄
え
ず
九
八
俵
の
不
足
が
出
る
た
め
、
家
来
中
よ
り
の
諸
上
納
が
重
要
な
財
源
と
な
っ
て
い
る
。

家
来
中
の
上
納
分
を
加
え
た
収
入
よ
り
支
出
を
引
い
た
残
り
―

=
1
0
六
俵
(

C

)

を
一
俵
三

0
匁
で
銭
に
換
算
す
る
と
、
三
九
貫
一
九
八

匁
七
分
一
厘
と
な
り
（
他
の
史
料
か
ら
こ
の
銭
は
六

0
文
銭
で
、
六

0
文
銭
一
匁
は

T
銭
六

0
文
に
当
た
る
）
、
こ
れ
に
大
豆
の
収
支
の

残
り
分
を
一
俵
二
八
匁
で
換
算
し
た
四
三
貫
四

0
六
匁
五
分
五
厘

(
d
)

を
加
え
た
八
二
貫
六

0
五
匁
一
一
分
六
厘

(
C
+
d
)

が
貨
幣
支

出
に
当
て
ら
れ
る
。
必
要
経
費
六
六
貫
余
、
さ
ら
に
長
崎
手
当
一
〇
貰
目
、
借
財
の
利
払
一
八
貫
余
計
九
四
貫
余
を
引
く
と
―
二
貫
余
不

足

(
e
)

し
た
。
そ
の
た
め
下
座
在
宅
の
家
臣
か
ら
も
一

0
0
石
に
付
八
俵
の
引
高
を
な
し
、

貫
余
の
不
足
、
そ
の
上
主
水
様
差
引
振
替
が
加
わ
っ
て
二
貫
程
の
赤
字
財
政
と
な
っ
た
。
当
家
の
借
財
は
金
四

0
両
、
銀
一
九
貫
目
、
銭

I
 

0
1
―
貰
一
七

0
目
で
銭
に
換
算
し
て
一
四
一
貫
六
四
三
匁
三
分
三
厘
あ
っ
た
。
（
米
四
―
一
九
二
俵

福
岡
藩
へ
の
上
納
分
「
百
石
二
付
八
俵
高
掛
り
」

俵
三

0
匁
と
し
て
）

―
二
九
六
俵
は
在
福
、
在
下
座
の
家
臣
か
ら
徴
収
（
六
五
八
俵
）

し
て
も
そ
の
半
分

を
補
う
程
度
で
あ
る
。
別
積
り
で
は
福
岡
藩
へ
上
納
の
百
石
二
付
八
俵
引
高
掛
り
を
四
俵
に
し
て
下
座
の
在
宅
の
者
か
ら
の
徴
収
を
止
め

る
案
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
な
る
べ
く
在
下
座
の
者
の
負
担
を
軽
く
し
た
い
意
向
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
家
臣
の
救
済
も
急
務
で
あ
っ
た
と
思

-324-



表5 三奈木黒田家財政巳季御積り

米 11774俵 a 所務取留

内
5069 在福給知

875 福岡無足中御切米

293 福岡足軽中御切米

1943 在福無足中扶持寺社銀主扶持米斎米

76 下座無足中御切米井拝領米共

339 下座足軽中御心付米

263 歳暮米下座足軽調練飯米庄屋給外

173 御猟除御武具除米所々御年貢外

316 御上り米客用飯米

500 新宅仕分ケ米

632 銀主中利米

1000 銀主中へ預米

810 辰貸渡押

1620 献米

1620 巳秋免下ヶ押

メ15633 b 

131 三段除押家中上納

77 江戸苦労押同上

50 巳年分差引上納同上

400 巳年分辰拝借押同上

645 巳年分献米押同上

63 巳年分卯仕組押同上

921 巳年分秋免下げ押同上

12300 C 

1557 d=a-b+c 米不足

大豆2584 所務取留

内
964 在福給前

48 賄用子供勤之面々所々年貢味噌用

1570 残大豆

6 巳年分差引上納押家中上納

メ1577 e 総大豆

19 米不足を大豆残り二而引 e-d 

（俵以下切捨） （三 1240)

一
葦
）
が
下
座
在
住
に
な
っ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で

わ
れ
る
。
丑
年
の
積
り
に
は
特
別
に
家
臣
の
救
済
項
目
が
見
ら
れ
な
い
が
、
巳
年
で
は
貸
渡
押
さ
ら
に
領
民
の
負
担
軽
減
と
し
て
の
免
下

ヶ
押
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
半
分
程
は
赤
字
財
政
の
補
填
に
家
臣
よ
り
上
納
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

家
臣
の
救
済
に
つ
い
て
は
、
当
家
の
勘
定
所
が
扱
っ
た
「
御
拝
借
銭
之
差
引
帳
」
（
安
政
二
年
）

（
安
政
三
年
）
等
が
あ
り
、
仕
組
銭
を
困
窮
家
臣
へ
貸
付
年
利
一
割
の
利
足
を
と
っ
た
。
こ
れ
ら
の
金
銭
は
博
多
の
商
人
に
預
け
て
こ
こ

で
も
利
を
と
っ
た
。
家
臣
へ
の
救
済
資
金
と
し
て
は
低
利
と
は
言
え
な
い
が
（
商
人
の
利
子
よ
り
安
い
が
）
こ
の
程
度
の
利
足
を
取
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
資
金
が
回
転
し
て
い
く
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ゃ
「
近
郷
小
役
人
仕
組
銭
差
引
帳
」

表
4
の
積
り
で
一
作
地
の
余
米
が
備
の
役
割
を
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。
い
わ
ゆ
る
予
備
費
の
確
保
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
櫨
実
代
が

あ
る
。
慶
応
元
年
か
ら
は
除
金
を
下
座
で
確
保
す
る
事
に
な
っ
た
。
御
隠
居
（
播
磨
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空
地
櫨
実
代
が
福
岡
で
除
金
さ
れ
て
い
た
も
の
を
以
後
下
座
夜
須
郡
の
空
地
濾
実
代
は
下
座
除
金
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
元
治
元
年
か

(26) 

ら
明
治
二
年
ま
で
で
ニ
ニ
ニ
両
が
蓄
え
ら
れ
た
。

表

5
の
巳
年
の
積
書
は
一

0
0
0
俵
の
銀
主
へ
の
預
米
が
あ
る
こ
と
か
ら
明
治
二
年
の
も
の
で
あ
る
。
所
務
取
留
中
に
占
め
る
人
件
費

の
割
合
は
七
一
―
-
%
。
免
下
ヶ
押
上
納
分
九
ニ
一
俵
も
入
れ
て
の
収
入
と
な
っ
て
い
る
。
上
り
米
と
は
上
方
か
東
京
へ
登
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

所
々
年
貞
が
米
大
豆
共
に
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
貞
と
は
当
家
の
私
有
地
の
年
貢
と
思
わ
れ
る
。

銀
主
へ
の
支
払
い
が

1

四
％
を
占
め
る
。
借
財
総
高
は
金
二
万
二
五
四

0
両
で
、
利
米
は
一

0
0
0
両
に
付
一
一
八
俵
渡
し
、
さ
ら
に
借

入
高
返
済
の
た
め
銀
主
に
一

0
0
0
俵
を
頂
け
て
い
る
。
丑
年
に
比
べ
て
巳
年
の
借
金
が
多
い
の
は
、
特
に
慶
応
二
年
に
家
臣
名
義
で
多

数
の
銀
主
よ
り
軍
備
費
な
ど
の
た
め
に
借
金
し
た
た
め
で
あ
る
。

主
人
方
就
用
事
預
申
金
之
事

右
之
通
預
申
候
処
実
正
也
然
処
此
節
依
熟
談
来
卯
冬
ふ
来
ル
未
年
迄
五
ヵ
年
之
間
元
金
置
居
為
利
米
金
千
両
二
付
米
弐
拾
八
俵
之
割
合
を

以
春
日
村
ふ
直
津
出
を
以
年
々
相
渡
候
処
相
違
無
之
候
追
年
異
変
為
無
之
約
而
証
文
如
件

慶
応
弐
年
寅
十
―
一
月

一
金
千
四
百
七
拾
六
両
ハ

中
山
小
博
次

古
川
市
大
夫

大
塩
佐
吉
郎

萩
本
伊
右
衛
門

福
嶋
伝
八

内
海
内
左
衛
門

間
金
左
衛
門

つ
ぎ
は
借
金
の
一
例
で
あ
る
。
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そ
し
て
そ
の
間
銀
主
に
米
一

0
0
0
俵
が
毎
年
預
け
ら
れ
た
。

主
人
用
事
の
た
め
磯
野
七
兵
衛
よ
り
借
金
し
、
．
慶
応
三
年
よ
り
明
治
四
年
ま
で
五
年
間
は
元
金
置
居
に
し
、
利
米
だ
け
を
払
う
。
利
米

(27) 

は
千
両
に
つ
き
米
二
八
俵
の
割
で
、
こ
の
場
合
は
知
行
地
の
春
日
村
よ
り
直
接
払
い
出
す
と
い
う
約
束
で
あ
る
。

ま
た
他
の
史
料
で
は
松
延
村
よ
り
直
津
出
と
な
っ
て
お
り
、
借
金
の
返
済
に
当
た
っ
て
知
行
地
よ
り
直
接
津
出
さ
れ
て
い
る
。

嘉
永
三
年
か
ら
慶
応
二
年
ま
で
の
借
財
高
が
二
万
二

0
八
七
両
余
あ
っ
た
。
こ
れ
を
慶
応
三
年
の
話
し
合
い
の
結
果
、
三
年
よ
り
五
年

間
元
金
を
置
居
、
利
米
を
一

0
0
0
両
に
付
米
二
八
俵
充
て
支
払
い
、
六
年
目
つ
ま
り
明
治
五
年
に
元
金
を
支
払
う
事
に
な
っ
て
い
た
。

通
常
収
入
に
対
し
支
出
が
四
千
俵
程
上
回
る
(
a
_
b
)

た
め
家
中
よ
り
上
納
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
米
一
五
五
七
俵

(
d
)

が
不

足
す
る
の
で
大
豆
分
を
加
え
て
や
っ
と
一
九
俵
の
余
分
が
で
て
お
り
、
家
中
救
済
と
同
時
に
そ
れ
を
上
回
る
家
中
か
ら
の
上
納
が
財
政
維

持
に
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
こ
の
ニ
ヵ
年
の
積
り
か
ら
も
窺
い
し
れ
る
様
に
、
三
奈
木
の
家
老
財
政
も
藩
と
同
様
に
財
用
繰
り
が
困
難
で

あ
り
、
本
藩
で
家
臣
へ
上
米
が
課
せ
ら
れ
れ
ば
、
又
家
来
で
あ
る
当
家
の
家
臣
も
同
様
な
負
担
が
課
せ
ら
れ
た
。

幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
混
乱
し
た
時
期
に
比
べ
れ
ば
ま
だ
江
戸
中
期
の
財
政
は
安
定
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
加
藤
忠
左
衛
門
の
「
ロ

(28) 

上
の
覚
」
（
寛
政
―
二
年
一
定
家
督
の
年
か
）
に
よ
れ
ば
、
当
家
主
人
が
「
当
職
の
請
持
二
御
座
候
得
共
御
財
用
之
根
源
を
請
持
候
儀
者

御
留
守
居
中
一
統
之
儀
二
而
已
二
御
先
君
様
御
代
始
二
者
御
代
々
御
譲
り
之
御
借
財
余
分
二
御
座
候
得
共
其
比
ハ
亡
父
恭
入
を
始
メ
只
今

之
九
太
夫
祖
父
九
太
夫
伊
右
衛
門
祖
父
伊
右
衛
門
権
左
衛
門
祖
父
市
右
衛
門
杯
一
致
二
申
合
せ
実
情
二
御
奉
公
申
上
候
故
無
程
御
無
借
二

被
為
成
御
家
来
中
御
扶
助
等
余
分
二
御
甘
ヶ
被
仰
付
其
硼
江
戸
御
旅
行
濱
御
成
等
余
分
之
御
物
入
と
被
成
御
座
候
得
共
弥
御
世
帯
向
者
御

丈
夫
二
被
為
成
候
御
ふ
り
合
二
御
座
候
処
追
々
役
人
替
り
二
相
成
ケ
様
御
譲
り
之
御
借
財
出
来
申
候
」
と
自
分
達
の
父
祖
父
ら
が
建
て
直

し
た
財
政
を
役
人
が
替
わ
っ
た
た
め
に
そ
の
後
借
財
を
増
や
し
、
今
で
は
借
財
高
は
二
百
貫
目
内
外
（
五
七
一
四
俵

磯
野
七
兵
衛
殿

高
橋
小
十
郎

一
俵
三
五
匁
）

で
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の
財
政
よ
り
も
余
裕
が
み
ら
れ
る
。

御
当
用

千
俵

御
旅
行
井
御
普
請
等
其
外
非
常
之
御
備

内

あ
る
と
い
う
。
御
代
始
め
に
家
来
中
よ
り
除
米
等
取
っ
て
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
が
、
御
当
用
御
暮
方
の
内
よ
り
借
財
返
弁
す
る
よ
り
道

米
大
豆
凡
四
千
俵

三
千
俵

代
三
十
五
貫
目

一
俵
三
十
五
匁
宛

代
百
五
貫
目

全
御
当
用
御
暮
方
二
相
成
分

家
来
中
へ
の
人
件
費
を
除
い
た
分
が
四
千
俵
、
こ
の
う
ち
一
千
俵
を
臨
時
費
用
に
の
こ
し
、
三
千
俵
が
使
用
可
能
な
当
用
分
。
二
百
貫

目
の
借
財
は
凡
二
年
分
の
当
用
分
に
当
た
り
、
利
銭
も
一
年
二
十
貫
目
余
に
な
り
殊
の
ほ
か
財
用
繰
り
が
難
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
「
御
上
御
決
断
被
為
遊
下
々
役
人
中
一
致
さ
へ
仕
候
得
者
」
六
七
年
の
う
ち
に
借
財
も
片
付
く
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
あ
と
で
計
算
の

違
い
が
あ
っ
て
さ
ら
に
千
俵
程
余
分
が
出
た
の
で
借
財
は
五
年
で
片
付
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

借
財
二

0
0
貫
は
表
4
の
慶
応
一
年
時
よ
り
多
い
が
、
人
件
費
を
除
い
た
分
が
四
、
五
千
俵
あ
る
と
い
う
事
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
め

表
6
は
明
治
一
二
年
秋
の
三
奈
木
黒
田
家
の
積
書
で
あ
る
。
十
分
の
一
の
秩
禄
に
な
っ
た
と
あ
る
の
で
、
収
入
は
明
治
二
年
の
積
り
の
約

一
割
。
し
か
し
家
臣
へ
の
俸
禄
が
な
い
た
め
ま
ず
ま
ず
の
家
計
で
あ
っ
た
ろ
う
。
人
件
費
と
し
て
は
三
九
二
俵
（
二
九
％
）
が
あ
る
が
、

以
前
の
様
に
七

O
I
八
0
％
も
人
件
費
で
占
め
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
時
点
で
公
財
政
か
ら
私
財
政
へ
と
転
換
し
た
わ
け
で
あ
る
。
家
臣

は
先
述
し
た
よ
う
に
士
族
身
分
で
福
岡
藩
庁
に
属
し
た
も
の
、
ま
た
は
帰
農
し
た
も
の
に
分
か
れ
た
。
ま
た
当
家
に
は
一
作
地
と
抱
地
が

あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
余
米
が
一
六
五
俵
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
年
、
抱
地
の
年
貢
が
支
出
に
計
上
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
作
地
か

合
力
米
其
外
家
来
中
扶
助
等
除
分
全
く
御
払
に
相
成
候
米
大
豆

は
な
い
の
で
、
そ
の
道
付
を
進
言
し
て
い
る
。
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表6 午秋御所務高未八月迄御積並御ー作且御抱地余米帳 (983)

米 1359俵 2斗4升
大豆 10 
米大豆 1369 2 4 a 

内
米 210 大殿へ差上分

60 

根客米用臨受時持根小坊米篠
20 
188 間澳園 主へ心次付迄

御御茶受屋 原善 被下迄米
73 り取以下 5人浜米御門番 被下米
29 

乳山番母3人松野被番藪被番下16 硝蔵 下米
8 1 6 5 ー寺作納並受米焔持給並 被下米
23 1 4 5 

1 2 宮原陸奥守月祓米
50 

女乗馬中根飼料米代25 
4 味噌用
6 

餅抱地用年貢34 
51 I 3 6 ー作：：：ッー上納分

メ 798 2 3 6 b 

内
大豆 42 I 8 6 抱地年貢

5 8 7 ー作三ツー上納分
10 

味味噌噌醤醤油油用用

1大麦豆麦
8 
60 2 4 4 7 C 

内
金 60両歩朱 老女乳母女中給金一人二付10両

6 諸先生歳暮分
2 社寺神納

3 2 石揚留孫右衛門鉄屋殿徳蔵乳下座山番両人へ
22 御 守居歳隠居暮並若 母へ
1 立入衆へ

銀預 3匁8分 小舟一艘連上銀
1金 91両3歩2朱
銀預 3匁8分
米二直し 31俵 1俵 3両 d

総合米大豆麦890俵 1斗 4升5合3勺 e=b+c+d 
差引金米二 479 0 9 4 7 a -d 

直し1437両 9分
内
400 冬仕舞之見込

残 1037 ， 13ヵ月二割 1ヵ月79両8合4勺

抱地ー作地余米

米 36俵 2斗 3升

下佐下惣情三谷三ー村作鴇奈奈木抱木余地来金•・ 9城、村原米 ・,,景• 四郎丸•国分・ ね・

じ米
11 9 抱地余大豆
100 
2000斤 丸下座分空余米地分

2 9 9 

1 米大豆 165 8 9 
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ら
の
収
入
に
た
い
し
て
は
三
分
一
の
上
納
が
明
治
四
年
ま
で
義
務
付
け
ら
れ
た
。
尚
、
表
6
の
一
作
地
、
抱
地
は
全
て
が
書
き
上
げ
ら
れ

こ
の
積
書
に
は
借
金
の
支
払
い
が
出
て
い
な
い
。
借
金
に
つ
い
て
は
明
治
三
年
十
二
月
に
加
藤
樗
園
が
整
理
を
行
っ
た
。
二
万
二

0
八

七
両
の
借
金
か
ら
銀
主
に
軍
資
と
し
て
毎
年
一

0
0
0
俵
三
年
間
預
け
て
置
い
た
米
を
差
引
い
た
残
り
、

田
一
美
が
十
分
の
一
の
秩
禄
に
な
っ
た
た
め
返
済
の
道
が
立
た
な
い
事
、
さ
ら
に
扶
持
米
も
政
府
の
方
針
に
よ
り
以
後
渡
せ
な
く
な
っ
た

こ
と
を
述
べ
、
藩
庁
へ
道
付
を
願
う
か
ら
と
銀
主
へ
通
達
し
て
い
る
。
明
治
四
年
五
月
藩
庁
へ
願
い
で
た
も
の
の
「
私
借
償
之
通
相
開
候

而
ハ
士
族
之
向
江
其
御
出
財
那
敷
儀
二
付
」
と
断
ら
れ
た
た
め
、
当
家
は
外
に
手
段
が
な
い
と
し
て
預
り
山
を
銀
主
へ
「
引
付
」
る
こ
と

を
願
出
た
。
交
渉
の
結
果
、
五
ヵ
年
間
山
坪
数
一

0
万
五

0
0
0
坪
（
那
珂
郡
三
宅
村
、
早
良
郡
尾
笹
山
、
那
珂
郡
平
尾
村
、
春
日
村
、

志
賀
嶋
村
、
三
笠
郡
白
木
村
、
夜
須
郡
曽
根
田
村
抱
の
内
）

を
銀
主
へ
預
け
、
立
木
を
自
由
に
伐
り
と
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
こ
れ

で
は
借
金
の
十
分
の
一
に
も
な
ら
な
い
の
で
さ
ら
に
春
日
村
の
一
作
地
の
竹
木
も
加
え
た
。
そ
し
て
五
年
後
あ
と
半
分
の
山
を
任
せ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
結
果
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
借
金
も
合
わ
せ
一
万
九
六
五
八
円
の
道
付
が
整
い
山
木
代
と
し
て
四

0
0
円
が
さ

ら
に
「
此
度
道
付
方
程
能
致
承
知
候
二
付
為
御
挨
拶
」
と
し
て
五

0
円
が
銀
主
中
に
渡
さ
れ
た
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、

(29) 

一
部
は
證
書
が
返
還
さ
れ
た
。
こ
れ
で
当
家
は
一
応
幕
藩
期
の
借
金
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

当
家
へ
は
明
治
五
・
六
年
に
は
禄
高
一
六
二

0
石
五
斗
一
升
四
合
三
勺
九
オ
に
た
い
し
扱
米
代
九
七
二
円
三

0
銭
八
厘
が
支
給
さ
れ
た
。

(30) 

（
一
石
六
0
両
の
割
）
明
治
六
年
分
は
元
物
産
会
社
よ
り
の
拝
借
金
六
四

0
円
を
差
引
い
て
支
給
さ
れ
て
い
る
。

次
に
廃
藩
置
県
後
に
三
奈
木
黒
田
家
が
今
後
ど
の
程
度
余
米
が
確
保
で
き
る
か
を
予
想
し
た
の
が
表
7
で
あ
る
。
：
は
こ
れ
よ
り
大
幅

に
収
入
が
減
る
と
見
込
ん
だ
分
、
＊
は
所
有
が
認
め
ら
れ
な
い
と
読
ん
だ
分
で
あ
る
。

こ
の
中
に
は
変
革
で
収
入
と
な
る
分
、
走
折
組
に
与
え
て
い
た
土
地
が
変
革
後
拝
地
引
揚
と
な
っ
て
そ
の
分
余
米
が
増
え
る
と
計
算
し

た
百
俵
は
収
入
に
加
え
、
両
三
奈
木
庄
屋
に
与
え
て
い
た
土
地
、
お
そ
ら
く
庄
屋
役
地
が
引
揚
げ
に
な
る
の
で
は
と
六
〇
俵
計
上
し
て
み

て
は
い
な
い
。

一
万
五
六
一
両
に
た
い
し
、
黒
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こ
の
後
、
秩
禄
処
分
や
地
租
改
正
が
行
わ
れ
る
が
、
当
家
は
ど
の
程
度
土
地
を
所
有
出
来
た
で
あ
ろ
う
か
。
旧
領
主
階
級
へ
の
地
券
の

渡
方
は
か
な
り
の
制
限
を
受
け
た
筈
で
あ
る
。
所
有
権
確
定
に
あ
た
り
旧
知
行
主
と
支
配
地
農
民
と
の
間
で
様
々
な
問
題
が
出
て
来
た
で

あ
ろ
う
。

が
九
六
俵
、
三
町
程
が
あ
っ
た
。

た
が
、
こ
れ
は
お
ぽ
つ
か
な
い
と
し
た
。
こ
れ
ら
は
江
戸
期
に
は
収
入
に
な
ら
な
か
っ
た
分
。
ま
た
三
奈
木
庄
屋
よ
り
の
余
米
四
五
俵
は

田
畑
の
請
返
し
の
相
談
が
あ
っ
て
い
る
の
で
こ
れ
も
ま
た
合
計
に
は
加
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は
江
戸
期
に
は
収
入
と
な
っ
た
分
。
ま
た
知

行
所
で
あ
っ
た
と
き
に
は
庄
屋
へ
世
話
料
を
払
わ
ず
に
済
ん
だ
が
、
以
後
は
余
米
取
立
に
世
話
料
が
か
か
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
米

大
豆
四
三
九
俵
の
と
こ
ろ
三

0
二
俵
と
見
込
み
、
こ
れ
よ
り
一
作
地
の
余
米
大
豆
一
三
〇
俵
余
の
三
分
の
一
を
上
納
し
て
二
五
八
俵
を
見

込
ん
で
い
る
。
ま
た
こ
の
表
か
ら
浮
地
、
空
地
か
ら
何
ら
か
の
収
入
を
得
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
以
外
に
「
御
用
地
村
々
余
米
」

襄7 抱地ー作地余米地書上げ （三 649) 

米 68俵余： 長田村

同 15 下座浮地

櫨 2000斤 同空地

（米にして15俵）

米 2 空地余米

同 100 走り下組の拝地余米

同 60 ＊ 両三奈木庄屋の拝地同

同 45 ＊ 三奈木庄屋より余米

同 20 奈木原源右衛門余米

近郷村々ー作余米

大豆 1斗 7升 6台 曽根田村

米 26俵 同

同 ， 松延村

同 15 吉木村

同 2 国分村

同 2 杉塚村

同 4 春日村

福岡山方受持村々余米

米 6俵 水城村

同 4 佐谷村

同 1 三宅村御茶屋床

同 6 国分村

同 36 神武原ー作

銀預 24匁 春日村松葉J-.納
同 300匁 向浜松葉上納

米大豆(439俵余） 302俵（予想余米高）

銀預 324匁 内

（：は減額 ＊は除く） 43俵余ー作余米上納

残258俵余

明治五年御用地村々余米帳 （三 984) 

長渕

下竺奈木

中村栄次郎分

板屋

金丸

中村分

善三分

計

21俵(7畝5歩）

24(9反3畝）

14(9畝）

16 (4反1畝）

11(4反3畝）

6 (2反）

8 (2反）

96(3町3反）
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次
に
地
租
改
正
で
何
が
問
題
と
な
っ
た
か
具
体
的
に
み
て
み
よ
う
。

三
奈
木
黒
田
家
の
地
租
改
正

欧
米
の
諸
制
度
を
取
り
人
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
近
代
化
を
進
め
て
き
た
明
治
政
府
は
、
封
建
遣
制
と
思
わ
れ
る
も
の
を
整
理
処

分
し
た
。
そ
の
一
っ
が
地
租
改
正
に
お
け
る
土
地
を
め
ぐ
る
諸
権
利
関
係
の
一
元
化
政
策
で
あ
る
。
地
租
改
正
に
よ
っ
て
、
上
地
に
対
す

る
種
々
の
権
利
関
係
が
整
理
さ
れ
、
小
作
人
よ
り
も
地
主
に
地
券
を
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
納
税
を
確
実
な
も
の
と
し
た
。

に
た
い
し
て
は
熊
本
の
例
の
よ
う
に
藩
主
築
造
の
新
地
に
対
し
て
耕
作
人
を
持
主
に
定
め
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
様
に
、
旧
領
主
層
は
士

地
所
有
権
が
認
め
ら
れ
に
く
い
政
策
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
然
家
老
の
知
行
地
に
た
い
し
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

福
岡
県
の
地
租
改
正
は
政
府
報
告
書
で
は
明
治
七
年
よ
り
開
始
と
な
っ
て
お
り
、
八
年
に
は
旧
税
を
廃
し
新
税
で
の
取
立
の
伺
い
が
出

さ
れ
て
い
る
。
九
年
四
月
に
は
「
福
岡
県
管
内
新
旧
段
別
税
額
差
引
調
」
が
出
て
旧
貢
利
と
比
す
れ
ば
三
三
万
八

一
八
七
円
余
の
減
額
を

出
し
た
。
調
査
官
が
言
う
に
は
「
地
ノ
痩
薄
ナ
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
又
反
別
二
余
歩
少
キ
ト
蕉
税
ノ
可
虐
ナ
ル
ニ
因
ス
」
と
旧
貢
租
が
苛
税

だ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
「
田
方
六
尺
竿
一
反
歩
一
石
四
斗
八
九
升
ノ
収
穫
ヲ
得
ル
モ
ノ
ハ
上
座
早
良
ノ
―
一
郡
二
外
ナ
ラ
ス
、
他
ハ
皆
地

味
劣
悪
決
シ
テ
多
量
ノ
収
穫
ヲ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
」
と
上
座
早
良
郡
以
外
は
地
味
劣
悪
と
の
べ
て
い
る
。
九
年
に
田
畑
に
就
い
て
は
地

券
渡
し
が
済
ん
だ
が
山
林
に
つ
い
て
は
「
当
県
山
林
従
米
種
々
之
名
目
有
之
拝
領
山
卜
云
証
文
山
卜
云
預
り
山
卜
云
小
預
り
山
卜
云
古
野

山
卜
云
建
出
山
卜
云
皆
株
山
之
外
ニ
シ
テ
各
其
名
義
二
寄
テ
種
類
不
同
置
県
以
来
追
々
伺
ヲ
経
処
分
相
済
候
分
モ
有
之
候
得
共
（
略
）
不

容
易
手
数
相
掛
り
何
分
ニ
モ
急
之
取
纏
難
相
整
（
略
）
官
民
有
区
別
未
夕
判
然
ナ
ラ
サ
ル
分
ハ
差
紙
取
調
出
来
次
第
二
申
候
」
と
同
時
期

に
伺
を
出
し
て
お
り
、
九
年
に
は
山
林
は
全
部
終
わ
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

地
租
改
正
で
何
が
問
題
で
あ
っ
た
か
を
三
奈
木
黒
田
家
の
例
を
あ
げ
て
見
て
み
よ
う
。

ま
だ
地
租
改
正
が
始
ま
る
以
前
、
版
籍
奉
還
に
よ
り
福
岡
藩
で
も
土
地
と
人
民
が
返
還
さ
れ
て
当
然
三
奈
木
黒
田
家
の
そ
れ
も
同
様
の

...L.. 

Jヽ

一
方
旧
領
主
層

-332-



年
に
拝
領
証
文
が
渡
さ
れ
、

扱
い
と
な
っ
た
。
す
る
と
そ
れ
ま
で
そ
の
支
配
地
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
住
民
が
土
地
の
所
有
を
主
張
し
始
め
た
。

(32) 

下
座
郡
八
重
津
村
空
地
の
場
合

明
治
四
年
六
月
下
座
郡
八
重
津
村
の
空
地
九
畝
程
に
つ
い
て
同
村
庄
屋
・
組
頭
よ
り
福
岡
藩
庁
あ
て
に
異
議
が
唱
え
ら
れ
た
。
柳
が
立

っ
て
い
る
空
地
が
何
故
「
一
美
様
御
支
配
二
相
成
居
候
哉
」
。
元
来
空
地
と
な
る
場
所
で
は
な
い
と
い
う
。
古
老
共
の
申
伝
え
に
よ
る
と
、

筑
後
境
筋
土
手
は
追
年
笠
上
げ
を
し
自
然
出
水
の
節
は
佐
田
川
筋
の
水
か
さ
が
高
く
な
り
、
土
手
筋
保
ち
か
ね
る
の
で
、
佐
田
川
筋
土
手

の
一
層
の
笠
上
げ
腹
付
を
仰
付
け
ら
れ
、
笠
上
げ
用
の
土
を
取
っ
た
後
が
空
地
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
作
付
け
は
出
来
ず
、

を
仕
立
て
御
支
配
地
と
な
し
た
と
い
う
。
こ
の
空
地
は
竿
の
外
で
上
納
は
し
て
い
な
い
。
尤
も
一
美
家
が
こ
れ
ま
で
仕
立
て
た
柳
は
三
・

四
年
越
し
に
伐
払
い
、
そ
の
代
銀
と
し
て
三
十
目
程
納
め
て
き
た
。
こ
の
土
地
を
無
運
上
で
土
手
下
地
主
共
へ
払
下
げ
は
し
て
も
ら
え
な

い
だ
ろ
う
か
、
大
層
入
土
を
す
れ
ば
作
方
も
出
来
そ
う
だ
と
、
八
重
津
村
庄
屋
・
組
頭
よ
り
福
岡
藩
庁
へ
願
出
て
た
。

(33) 

下
座
郡
長
田
村
一
作
地
の
場
合

明
治
六
年
一
月
黒
田
一
雄
よ
り
の
申
立
に
よ
る
と
、
千
年
川
筋
野
地
を
正
徳
年
中
に
自
力
で
開
立
て
た
も
の
と
い
う
。
そ
の
後
寛
保
二

一
作
地
―
町
一
反
三
畝
余
を
従
属
の
家
来
へ
請
け
も
た
せ
、
同
村
百
姓
へ
下
作
さ
せ
た
。
下
作
人
が
作
方
不

手
入
等
致
せ
ば
引
揚
げ
、
入
替
て
手
入
れ
等
行
届
き
心
得
方
よ
ろ
し
い
も
の
へ
下
作
さ
せ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
地
所
は
黒
田
一
雄
銘
頭

に
て
地
券
も
渡
し
て
貰
い
た
い
と
言
う
。
も
し
下
作
人
を
銘
頭
に
す
る
な
ら
ば
、
余
米
ま
で
も
彼
ら
の
私
有
に
す
る
の
は
過
分
で
あ
る
か

ら
、
村
仕
組
に
備
え
お
く
と
村
役
ど
も
は
申
合
わ
せ
て
い
る
と
言
う
。

さ
ら
に
黒
田
一
雄
が
言
う
に
は
、
長
田
村
一
作
地
は
年
々
江
戸
苦
労
銀
を
上
納
し
て
き
た
。
ま
た
入
立
付
口
米
取
立
は
庄
屋
と
組
頭
二

人
へ
給
米
を
与
え
て
取
扱
わ
せ
て
い
た
。
こ
の
一
作
地
の
内
水
害
な
ど
の
多
い
と
こ
ろ
は
黒
田
家
が
地
上
げ
し
て
畠
と
な
し
、
追
々
毛
上

b
 

但
、
柳
差
立
二
相
成
居
申
候
、
右
之
場
所
作
り
之
中
に
有
之

一
黒
田
一
美
様
御
支
配
地
空
地
壱
ヶ
所
凡
九
畝
程

a
 

一
美
家
よ
り
柳
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よ
ろ
し
き
と
こ
ろ
を
見
定
め
て
か
ら
付
口
を
改
め
て
い
た
。
こ
の
様
な
地
所
で
あ
る
の
で
余
米
は
す
べ
て
当
家
に
入
れ
て
い
た
。
従
っ
て

黒
田
銘
頭
に
な
る
も
の
と
思
い
、
長
田
村
副
戸
長
松
岡
九
一
郎
へ
引
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
小
作
人
が
承
知
せ
ず
、
さ
ら
に
戸
長
井
手
習
ヘ
一

月
に
取
捌
方
を
申
出
、
井
手
と
役
場
の
者
か
ら
九
一
郎
を
説
得
し
て
貰
っ
た
が
不
承
知
だ
と
い
う
。
こ
れ
で
長
田
村
一
作
地
の
所
有
を
め

(34) 

ぐ
っ
て
当
家
と
小
作
人
の
間
で
紛
糾
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。

(35) 

次
に
、
黒
田
一
雄
よ
り
の
申
立
に
た
い
し
、
長
田
村
保
長
斉
藤
嘉
平
等
四
名
が
百
姓
の
言
い
分
を
代
弁
し
て
い
る
。

下
座
郡
長
田
村
畠
壱
作
は
黒
田
一
雄
拝
領
の
地
で
あ
っ
た
が
、
維
新
後
拝
領
地
は
引
揚
ら
れ
た
の
だ
。
こ
の
土
地
で
は
そ
の
後
も

従
前
か
ら
の
請
持
百
姓
が
耕
作
し
て
き
た
が
、
従
前
拝
領
主
黒
田
家
よ
り
銘
頭
に
な
る
と
の
申
し
立
て
が
あ
り
、
そ
の
理
由
に
正
徳
年
中

自
力
を
持
っ
て
開
い
た
と
申
し
立
て
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
と
村
方
は
言
っ
て
い
る
。
村
方
に
は
そ
の
証
書
は
な
い
が
、

古
老
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
最
前
御
検
地
之
後
」
村
中
で
開
立
、
余
徳
を
村
中
で
私
有
し
諸
切
立
に
運
用
し
て
い
た
が
、
正
徳
以
前
に
庄

屋
と
百
姓
が
争
論
に
及
ん
だ
。
そ
の
節
隠
田
で
あ
っ
た
こ
と
が
露
顕
し
、
召
上
げ
ら
れ
て
そ
の
末
三
奈
木
黒
田
家
の
拝
領
地
と
な
っ
た
と

言
っ
。
古
老
は
村
に
と
っ
て
は
残
念
の
土
地
と
申
し
伝
え
て
き
た
と
言
う
。
明
治
四
年
五
月
布
告
で
、
従
前
拝
領
主
へ
収
納
米
の
三
分
の

ニ
を
三
ヶ
年
渡
す
様
と
仰
付
け
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
拝
領
主
の
銘
頭
は
消
え
た
事
に
な
る
。
翌
五
年
十
月
の
布
告
で
三
分
の
二
渡

し
も
廃
止
と
な
り
、
地
所
は
旧
藩
中
御
達
の
通
と
仰
出
さ
れ
た
事
に
よ
り
百
姓
銘
頭
た
る
べ
き
と
村
方
は
言
う
。

二

黒
田
一
雄
の
申
立
に
、
下
作
人
の
作
方
不
手
入
の
場
合
は
年
々
引
揚
入
替
を
し
て
い
る
と
一
季
下
作
の
様
に
申
立
て
て
い
る
が
、

実
際
に
壱
作
百
姓
を
調
べ
て
み
る
と
、
壱
作
畝
町
区
切
四
二
号
の
内
、
先
祖
よ
り
持
来
り
ま
た
は
二
代
三
代
と
受
け
持
っ
て
い
る
者
が
大

半
で
、
こ
の
十
年
で
請
持
替
と
な
っ
た
も
の
は
二
、
三
人
で
あ
る
。
請
持
百
姓
が
譲
渡
す
る
場
合
は
お
よ
そ
一
季
分
の
年
貢
代
米
代
銀
を

も
っ
て
譲
渡
し
て
お
り
、
年
貢
不
納
の
場
合
は
、
庄
屋
・
組
頭
中
よ
り
引
揚
後
、
譲
請
け
た
者
へ
出
銀
さ
せ
、
地
頭
向
は
年
々
皆
済
し
て

い
た
。
損
毛
の
年
は
見
分
帳
を
仕
立
検
見
を
願
出
、
年
に
よ
っ
て
は
皆
無
、
ま
た
は
格
別
下
免
に
な
っ
た
年
も
有
っ
た
と
言
う
。
毎
年
古

田
同
様
取
り
計
ら
っ
て
き
た
し
、
庄
屋
・
組
頭
中
の
手
を
離
れ
直
接
引
揚
入
替
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
数
代
に
わ
た
っ
て
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作
で
あ
る
か
に
あ
っ
た
。

一
季
作
り
の
下
作
と
は
違
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
年
貢
不
納
や
田
畠
作
り
荒
の
た
め
小
作
地

を
引
揚
る
こ
と
は
、
こ
の
壱
作
地
に
限
っ
た
こ
と
で
な
く
一
般
的
な
こ
と
で
あ
る
。
開
墾
起
源
、
資
金
の
出
金
主
、
売
買
の
仕
方
等
に
基

ず
き
「
正
実
之
確
証
を
取
乱
、
至
当
之
理
弁
聯
無
不
伏
遂
熟
談
、
更
に
銘
頭
取
極
其
事
故
双
方
連
印
申
立
候
様
」
と
の
趣
意
か
ら
、
村
中

開
墾
に
相
違
な
い
と
村
方
は
主
張
し
た
。
こ
の
土
地
は
川
寄
淵
の
場
で
、
開
立
に
大
層
の
資
費
が
必
要
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
追
々
村

中
で
開
増
し
て
き
た
土
地
で
、
こ
う
言
っ
た
土
地
は
外
に
も
あ
っ
た
。
佐
田
川
辺
野
地
空
地
も
少
し
ず
つ
百
姓
が
銘
々
開
立
、
僅
か
ば
か

り
の
箇
所
も
年
貢
を
納
め
て
き
た
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
土
地
は
洪
水
荒
、
土
手
下
費
地
と
な
り
現
在
は
な
い
。
こ
の
様
な
具
合
だ
か
ら

一
体
の
壱
作
起
源
は
村
中
開
と
い
う
老
人
の
申
伝
え
に
相
違
な
い
。
外
に
も
池
或
は
淵
な
ど
よ
り
畠
六
ヶ
所
開
立
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の

う
ち
ニ
ヶ
所
は
そ
の
年
の
貢
米
で
骨
折
料
を
渡
さ
れ
た
。
荒
方
土
持
寄
の
跡
地
は
そ
の
者
開
き
と
な
り
、
ま
た
四
ヶ
所
は
百
姓
自
立
の
開

き
で
あ
り
、
た
だ
今
で
は
結
構
な
畠
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
一
ヶ
所
は
ま
だ
年
貢
極
め
も
な
い
箇
所
で
あ
る
。

争
点
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
大
川
土
手
筋
で
、
毎
年
洪
水
荒
も
出
来
、
請
持
百
姓
は
格
別
骨
折
る
と
こ
ろ
で
、
起
源
は
村
中
と
心
得

お
り
、
凶
年
は
昔
を
思
い
こ
の
一
作
地
が
以
前
の
通
り
村
中
の
備
え
で
あ
っ
た
な
ら
救
助
筋
に
な
る
の
に
と
話
し
て
い
た
が
、
地
頭
の
拝

領
地
と
な
っ
て
こ
の
事
は
な
か
な
か
口
外
も
恐
れ
あ
る
こ
と
で
、
た
だ
残
念
の
土
地
と
申
し
伝
え
て
き
た
。
今
般
土
地
返
上
公
明
正
大
の

ご
趣
意
に
よ
り
、
百
姓
銘
頭
に
な
る
べ
き
と
申
出
、
双
方
落
ち
合
い
か
ね
て
い
る
。
争
点
は
誰
が
開
き
主
で
あ
る
か
、
下
作
人
が
一
季
下

双
方
の
言
い
分
が
あ
っ
て
決
着
が
つ
き
か
ね
、
明
治
六
年
五
月
四
日
に
は
一
雄
の
聞
次
安
陪
庄
作
よ
り
「
五
月
五
日
限
り
相
決
申
出
無

之
分
ハ
悉
皆
小
作
人
銘
頭
に
被
仰
付
」
と
の
布
告
だ
が
、
出
役
所
が
遠
隔
地
で
あ
る
た
め
、
往
復
日
々
を
費
や
す
の
で
十
日
ま
で
の
日
延

(36) 

を
願
出
て
い
る
。
明
治
初
期
に
は
長
田
村
か
ら
は
米
六
八
俵
三
斗
九
合
（
石
大
豆
代
米
口
共
）
の
取
立
を
し
、
そ
の
う
ち
五
俵
三
斗
九
合

の
下
作
免
下
り
分
、
三
俵
の
庄
屋
世
話
給
を
差
し
引
い
た
残
り
六
〇
俵
が
＿
―
-
奈
木
黒
田
家
に
収
納
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
＿
―
-
奈
木
黒
田
家

(37) 

の
支
配
一
作
地
の
う
ち
で
一
番
収
納
高
の
多
い
場
所
で
あ
る
。

請
持
っ
て
き
た
百
姓
が
大
半
で
、
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権
参
事

圏

尚

静

殿

水
野
千
波
殿

第
十
ノ
大
区
戸
長

参

事

塩

谷

処

殿

明
治
六
年
第
二
月

士
族
黒
田
一
雄

三
笠
郡
乙
金
村
抱
雉
子
ヶ
尾
と
申
処
七
反
七
畝
弐
拾
壱
歩
同
村
抱
津
こ
し
野
壱
町
弐
反
八
畝
合
畠
数
弐
町
五
畝
弐
拾
壱
歩
従
来
竹
木
植

立
置
ク
田
畑
二
可
起
返
見
込
ハ
無
御
座
候
二
付
其
侭
持
抱
度
右
反
別
之
内
御
検
査
二
相
成
居
ル
屋
敷
床
弐
反
弐
畝
三
歩
共
二
私
銘
頭
二
被

下
座
郡
三
奈
木
村
居
住

仰
付
度
尤
地
税
上
納
方
之
儀
は
御
法
之
通
相
守
可
申
此
段
奉
願
候
也

d
 

笠
郡
乙
金
村
の
場
合

(39) 

壱
作
願

c
 
下
座
郡
長
田
村
一
作
薮
の
場
合

井

手

習

長
田
村
に
は
こ
の
外
一
作
藪
、
土
手
筋
空
地
櫨
の
問
題
も
あ
っ
た
が
、
前
者
は
拝
領
山
同
様
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
拝
領
地
に
あ
た

り
開
立
地
の
申
請
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
庄
屋
ば
か
り
の
名
前
で
申
請
出
来
る
の
で
あ
れ
ば
こ
の
分
は
申
請
す
る
こ
と
に

し
、
願
書
を
差
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
そ
の
旨
申
上
げ
る
。
す
べ
て
庄
屋
松
岡
九
一
郎
へ
頼
み
置
い
た
。
土
手
筋
の
空
地
も
検
討
し

た
が
、
櫨
が
植
わ
っ
て
い
る
の
で
作
方
に
差
障
る
上
、
洪
水
の
節
障
り
に
な
る
と
言
う
こ
と
で
申
請
せ
ず
、
他
の
空
地
も
土
手
筋
に
あ
り

(38) 

支
障
を
来
す
と
い
う
の
で
申
請
見
送
り
と
な
っ
た
。
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e
 

村
方
二
有
之
御
拝
領
御
一
作
田
数
十
六
町
四
反
十
三
歩
半
之
地
所
銘
頭
改
定
ノ
義
御
出
訴
相
成
御
審
理
中
村
方
小
作
人
八
十
銘
代

惣
兼
人
則
私
共
ん
右
地
等
拝
領
之
義
相
願
候
処
、
格
別
ヲ
以
願
之
通
御
承
諾
被
下
私
共
ハ
勿
論
小
作
人
一
同
難
有
拝
受
仕
候
就
テ

ハ
自
祝
ト
シ
テ
金
五
百
五
十
円
本
年
九
月
十
五
日
迄
二
屹
度
上
納
皆
済
仕
候
然
上
ハ
証
書
類
一
切
御
引
渡
被
下
候
約
定
也
若
右
金

員
上
納
却
而
延
引
候
節
ハ
右
地
所
無
論
御
引
揚
可
被
成
候
（
略
）

明
治
十
五
年
八
月

宗
像
郡
勝
浦
村
抱
え
の
拝
領
壱
作
田
一
六
町
四
反
ニ
ニ
歩
半
に
つ
い
て
は
、
銘
頭
改
定
の
訴
訟
が
黒
田
家
よ
り
出
さ
れ
た
。
審
理
途
中

に
話
合
い
が
つ
き
、
小
作
人
八

0
名
の
銘
頭
と
す
る
代
わ
り
に
、

上
納
す
る
こ
と
で
、
証
書
一
切
か
引
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち
こ
れ
は
小
作
人
が
あ
る
程
度
の
代
金
を
支
払
う
こ
と
に
依
っ
て
解

決
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

宗
像
郡
勝
浦
村
の
場
合

(41) 

約
定
証

日

五
五

0
円
を
小
作
人
共
よ
り
自
祝
と
し
て
一
五
年
九
月
一
五
日
ま
で
に

宗
像
郡
勝
浦
村
八
十
銘
連
印

三
笠
郡
乙
金
村
抱
雉
ヶ
尾
・
津
こ
し
野
畠
数
二
町
五
畝
弐
拾
壱
歩
は
竹
木
を
植
立
て
お
り
、
田
畑
に
起
返
す
見
込
み
は
な
い
の
で
そ
の

ま
ま
持
ち
抱
え
た
く
、
ま
た
そ
の
反
別
の
内
に
あ
る
屋
敷
地
と
共
に
黒
田
一
雄
銘
頭
に
仕
度
と
明
治
六
年
二
月
に
願
書
を
出
し
て
た
。
ま

た
こ
の
雉
ヶ
尾
壱
作
地
の
竿
入
に
つ
い
て
は
境
界
が
し
か
と
分
り
か
ね
る
た
め
、
乙
金
村
元
庄
屋
染
原
捨
六
郎
は
壱
作
百
姓
さ
ら
に
は
三

(40) 

奈
木
黒
田
家
の
家
従
田
中
菌
生
に
も
空
会
い
を
求
め
て
い
る
。

戸
長

高
原
謙
二
郎

熊
本
清
五
郎

上
三
奈
木
村
聞
次

下
三
奈
木
村
副
戸
長
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議
被
為
加
別
紙
願
之
通
被
仰
付
被
為
下
度
（
略
）

第
十
一
大
区
曽
根
田
村
之
内
黒
田
一
雄
元
拝
領
壱
作
卜
相
唱
候
地
所
受
領
主
小
作
人
対
談
之
上
名
頭
相
究
メ
申
出
候
様
詳
細
御
布
告
被

仰
付
候
二
付
而
は
其
段
精
々
申
聞
置
候
所
双
方
熟
談
相
整
兼
名
頭
申
出
終
及
日
切
奉
恐
縮
然
ル
ニ
小
作
人
過
半
ハ
極
々
難
渋
之
者
共
二
而

外
二
抱
地
と
て
も
所
持
不
仕
請
持
之
地
所
被
取
揚
候
而
は
い
つ
れ
も
門
目
相
潰
候
儀
二
付
再
々
懇
受
領
主
遂
談
判
漸
双
方
熟
談
相
整
連
印

ヲ
以
別
紙
願
出
申
候
右
名
頭
究
之
儀
二
付
而
は
追
々
御
委
細
御
布
告
之
趣
も
御
座
候
処
右
様
熟
談
相
整
兼
候
ふ
終
及
日
切
（
略
）
前
件
之

通
小
前
百
姓
門
目
相
潰
候
二
い
た
り
候
而
は
傍
観
可
仕
筋
茂
無
御
座
右
延
期
之
段
ハ
奉
恐
入
候
得
共
熟
談
相
整
候
二
付
而
は
出
格
之
御
詮

曽
根
田
村
保
長

(45) 

従
前
拝
両
壱
作
名
頭
究
日
切
二
付
嘆
願

g
 

粕
屋
郡
宇
美
村
の
場
合

佐
藤
宗
六

粕
屋
郡
宇
美
村
抱
神
武
原
は
三
奈
木
黒
田
家
の
拝
領
山
（
一
万
五
千
坪
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
の
田
三
町
七
反
四
畝
九
歩
、
畑
四
反

五
畝
一
九
歩
、
屋
敷
床
四
反
二
畝
ニ
―
歩
、
こ
れ
ら
は
自
費
開
立
で
あ
る
の
で
小
作
人
と
熟
談
の
う
え
一
同
下
渡
し
の
願
を
出
し
、
聞
届

け
ら
れ
て
い
た
た
め
に
別
段
願
を
出
さ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
小
作
人
連
印
を
も
っ
て
差
出
す
よ
う
に
と
の
こ
と
で
、
双
方
連
印
を
も
っ
て

(42) 

届
け
た
。
（
明
治
六
年
五
月
三
一
日
）

(43) 

そ
の
後
の
史
料
に
よ
る
と
、
黒
田
一
雄
の
所
有
地
と
な
っ
て
い
る
の
は
田
一
町
四
反
九
畝
二
五
歩
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
百
姓
―
一
人

と
分
け
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

明
治
初
期
に
は
三
六
俵
一
斗
二
升
八
合
六
勺
の
米
（
石
大
豆
代
米
口
共
）

(44) 

升
八
合
六
勺
が
当
家
の
収
納
と
な
っ
て
い
る
。

f
 

夜
須
郡
曽
根
田
村
の
場
合

の
取
立
か
ら
二
俵
の
請
持
世
話
料
を
引
き
、
三
四
俵
一
斗
ニ

宮
井
良
政
策

-338-
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米

一
俵

伊
助
請
持
年
々
御
用
捨
奉
願
上
分

勘
次
請
持
川
成
御
用
捨
奉
願
上
分

一
俵

内

算
用
目
録
」
に
よ
る
と
、
米
二
七
俵
余
の
内
訳
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

福
岡
県
印
」

明
治
七
年
二
月
八
日

福
岡
県
権
参
事

山
根
秀
介
殿

明
治
七
年
二
月
八
日

真
鍋
全
二

朱
「
書
面
期
限
遷
延
及
ヒ
不
都
合
之
至
二
候
得
共
副
書
ヲ
以
口
述
之
次
第
モ
有
之
二
付
格
別
之
詮
議
ヲ
以
聞
届
候
事

夜
須
郡
曽
根
田
村
の
拝
領
壱
作
と
唱
え
て
き
た
地
所
（
田
二
町
二
反
七
畝
四
歩
、
畑
一
三
歩
）
は
熟
談
整
い
か
ね
日
切
れ
に
及
ん
で
し

ま
っ
た
。
小
作
人
の
内
過
半
は
極
々
難
渋
者
で
外
に
所
持
地
は
な
く
、
請
持
の
地
所
を
取
上
げ
ら
れ
た
ら
門
目
は
潰
れ
て
し
ま
う
と
言
う

こ
と
で
熟
談
に
応
じ
ず
、

つ
い
に
小
作
人
二
六
名
の
銘
頭
に
す
る
こ
と
で
話
が
ま
と
ま
っ
た
と
言
う
。
し
か
し
書
類
提
出
の
日
限
に
間
に

合
わ
ず
、
戸
長
以
下
の
村
総
代
の
願
書
を
提
出
し
請
う
た
と
こ
ろ
聞
届
け
ら
れ
た
。
（
明
治
七
年
二
月
八
日
）

当
家
は
こ
の
一
作
地
か
ら
明
治
初
期
に
は
二
七
俵
一
斗
四
合
の
米
（
石
大
豆
代
米
口
共
）
を
取
立
、

屋
世
話
給
を
差
引
い
た
二
五
俵
一
斗
四
合
の
米
と
一
斗
七
升
六
合
の
大
豆
を
収
納
し
て
い
る
。
し
か
し
明
治
三
年
の
「
貢
米
大
豆
払
方
御

二
七
俵
一
斗
四
合

―
―
―
斗
五
升

一
斗
五
升
七
合

庄
屋
世
話
料
二
被
下
分

御
山
番
金
作
江

戸

長

桑

野

順

平

副
戸
長

品
川
宗
平

一
俵
の
下
作
免
下
り
と
一
俵
の
庄
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襄8-1

村 名 箇所 面 積 山番有無

那珂郡志賀村抱 1箇所 46000坪
塩原 2 8470 山番

三宅 2 11250 山番

春日 3 60568 山番

平尾 1 2000 

三笠郡白木原 I 3000 山番

水城 4 87500 山番

国分 1 12000 山番

杉塚 1 810 

乙金 1 2町5畝21歩

夜須郡曽根田 2 11000 山番

松延 櫨 1 748 

下座郡三奈木 1 68482 

城 1 58782 山番

矢野竹 1 2600 

荷原 2 39258 山番

中嶋田 1 1000 

長田 1 1100 

1 1町1反 3畝余

穂波郡大分 1 50000 山番

内住 1 30000 山番

早良郡下長尾 I 20000 

姪浜 1 1畝10歩半

粕屋郡宇美 2 15500 山番

1 1町4反 9畝余

計 35 181町4反 6歩

第8-2

三奈木黒田家所有山林

下座郡三奈木村抱

（三 2830)

（三 3966 ・ 3223) 

h
 

三
俵
三
斗
二
合

二
0
俵

御
茶
屋
御
屋
鋪
納

同同同同同同同
一
同

一
同

石
樋
触
口
請
取
取
上
ル
御
家
出

(46) 

こ
の
う
ち
三
俵
三
斗
二
合
が
「
一
美
様
御
一
作
年
貢
米
」
に
当
た
り
、
二
〇
俵
が
当
家
の
収
入
で
あ
る
。

こ
の
外
夜
須
郡
松
延
村
、
三
笠
郡
吉
木
村
に
も
三
奈
木
黒
田
家
拝
領
の
壱
作
地
が
あ
り
、
願
書
を
出
し
た
が
「
願
面
不
宜
」
た
め

に
差
下
げ
ら
れ
た
た
め
、
再
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
七
年
二
月
期
限
遷
延
し
て
い
た
が
、
格
別
の
詮
議
で
も
っ
て
聞
き
届
け

一
林
反
別
七
町

一

同

一

六

反

六

畝

二

〇

歩

一

同

八

一

六

二

〇

一

同

一

一

同

一

七
内

七ニー匹 二 三四ーニ三一 八
内

六五四八三一三二六一三六 八二三

八 六三一三三六三三六

000000000  ―1
0
 

1
0
 

八

二

七 1
0
 

加

藤

友

来

藤

井

停

里

村

三

郎

城

村

加
藤
十
五
郎

加

藤

圏

加
藤
新
次
郎

加江尾安宮江
藤見野陪崎見
二

郎省庄貞
平糸L三作徳糸し

進
藤
加
十
郎

加

藤

宏

加

藤

謙

治

和

田

和

実

新

免

可

同同同同同同同矢
野
竹
村
抱

荷
原
村
抱

同同 城
村
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七
明
治
十
年
代
の
三
奈
木
黒
田
家
財
政

地
と
い
っ
て
い
た
と
主
張
し
た
よ
う
に
農
民
の
抵
抗
が
強
か
っ
た
。

拝
領
山
の
場
合
。
表
8
|
1
は
明
治
四
年
山
林
が
一
旦
引
き
揚
げ
ら
れ
た
時
の
証
文
の
控
で
あ
る
。

(47) 

算
す
る
と
一
八
一
町
余
と
な
る
。
従
来
三
奈
木
黒
田
家
の
拝
領
山
林
は
家
臣
へ
預
け
ら
れ
、
家
臣
に
よ
っ
て
竹
木
等
植
え
た
て
ら
れ
支
配

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
下
座
郡
三
奈
木
・
荷
原
・
中
嶋
田
・
矢
野
竹
・
城
村
に
計
一
五
万
余
坪
あ
っ
た
。
（
表
8
|
2
)
そ
の
後
六
年
に

(43) 

な
っ
て
山
林
一
件
の
布
達
が
あ
り
従
前
の
通
り
拝
領
と
な
り
、
追
々
払
い
下
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
山
林
は
支
配
し

て
い
た
家
臣
銘
々
の
所
有
に
と
黒
田
一
雄
は
願
い
出
て
い
る
。
三
宅
村
の
大
庭
友
吉
は
一
―
五

0
坪
は
先
祖
の
預
り
山
で
あ
っ
た
と
主
張

(49) 

し
て
本
人
よ
り
払
下
げ
願
を
出
し
た
。

そ
の
後
山
林
に
つ
い
て
は
拝
領
山
が
拝
領
主
に
そ
の
所
有
の
権
利
が
認
め
ら
れ
、

さ
ら
に
そ
の
山
を
自
費
で
竹
木
を
植
え
て
直
接
支
配

以
上
地
租
改
正
に
お
け
る
土
地
所
有
確
認
過
程
を
見
て
来
た
。
問
題
と
な
っ
た
の
は
一
作
地
、

い
わ
ゆ
る
開
墾
地
で
あ
っ
た
。
開
墾
地

に
つ
い
て
の
明
治
政
府
の
方
針
は
資
金
を
出
し
た
開
墾
主
に
所
有
を
認
め
て
い
る
が
、
旧
領
主
の
場
合
は
耕
作
人
を
土
地
所
有
と
す
る
の

が
原
則
で
あ
っ
た
。
当
家
も
家
老
で
あ
り
一
作
地
は
知
行
地
に
お
け
る
開
墾
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
県
庁
で
は
小
作
人
の
同
意
を
得
る

こ
と
を
要
求
し
た
。
明
治
六
年
五
月
五
日
ま
で
に
小
作
人
の
同
意
を
得
て
書
類
を
提
出
し
な
か
っ
た
場
合
は
そ
の
土
地
を
小
作
人
名
義
と

す
る
と
の
布
告
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
か
な
か
同
意
を
え
る
こ
と
は
難
し
く
下
座
郡
長
田
村
の
よ
う
に
開
墾
主
は
村
人
で
従
来
残
念
の
土

地
租
改
正
に
よ
っ
て
三
奈
木
黒
田
家
は
結
局
ど
の
程
度
の
土
地
の
所
有
が
認
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

(50) 

三
奈
木
村
抱
田
畑
宅
地
林
藪
名
寄
帳

管
理
し
て
き
た
家
臣
に
は
其
の
山
の
所
有
が
認
め
ら
れ
た
。

ら
れ
た
。

一
反
11
三
0
0歩
と
し
て
計

-341-



二
歩
、
合
計
ニ
―
町
八
反
六
畝
一
九
歩
を
所
有
し
て
い
た
。

五
銭
三
厘

ー
ニ
八
円
四

0
銭
四
厘

明
治
―
一
年
に
は
当
家
は
三
奈
木
村
だ
け
で
田
畑
九
町
五
反
四
畝
二
五
歩
、
宅
地
一
町
六
反
五
畝
ニ
一
歩
、
林
藪
で
一

0
町
六
反
五
畝

『
福
岡
県
地
理
全
志
」
で
は
同
村
の
田
畑
二
六
六
町
七
反
余
、
山
六
八
町
余
で
あ
る
。
戸
数
三
八

0
戸
、
う
ち
士
族
四
二
戸
で
あ
る
。

こ
れ
で
平
均
所
持
田
畑
を
出
せ
ば
二
戸
あ
た
り
七
反
五
畝
と
な
り
、
当
家
の
当
村
内
で
の
所
有
田
畑
は
ず
ば
抜
け
て
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
は
走
折
組
の
拝
地
田
畑
一
四
町
五
反
の
内
、
当
家
所
有
分
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
納
得
で
き
る
。
で
は
他
村
で
の
抱
地
、

地
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
一

0
年
代
の
当
家
の
財
産
目
録
で
は
三
奈
木
黒
田
家
の
他
村
の
士
地
所
有
は
書
き
上
げ
ら
れ
て
い

な
い
。
そ
こ
で
他
村
の
田
畑
の
行
方
を
追
っ
て
み
る
と
、
桑
原
村
拝
領
田
畑
七
五
石
は
同
村
百
姓
に
仕
付
、
三
奈
木
村
庄
屋
拝
地
は
一
一
竿

分
三
反
＿
―
-
畝
を
私
有
に
し
て
残
は
百
姓
に
与
え
、
城
村
六
畝
は
そ
の
ま
ま
家
臣
に
、
国
分
村
御
茶
屋
床
畠
二
反
余
は
同
村
孫
市
に
金
一
〇

両
で
売
り
、
三
宅
村
御
茶
床
七
畝
は
同
村
源
七
へ
、
高
宮
村
畠
二
畝
余
は
銀
預
一
五

0
目
で
家
臣
志
間
へ
与
へ
、
国
分
村
鯉
囲
床
、
平
尾

村
御
山
屋
敷
床
は
当
家
の
新
宅
へ
分
与
し
た
。
他
村
に
あ
っ
て
余
米
が
な
い
も
の
少
な
い
も
の
管
理
が
面
倒
な
も
の
は
明
治
四
年
に
処
分

合

二
―
町
八
反
六
畝
一
九
歩

五
―
―
―
―
六
円

墓
地

九

藪

八

六

一

七

七

七

九

四

四

四

林

九

七

九

―
二
六

九

六

一
五

宅
地

六

五

四
六

四
六

六

五

三

七

畑

四

五

一
六

―
一
八
五

＇ /‘ 

七

二
九

一ノ‘

七

田

五
町
一
反
九
畝

反

別

九
歩

＿
四
五
円
六
四
銭
五
厘

八
三
円
六
四
銭
―
-
＿
厘

明
治
―
一
年
四
月
写

地

価

地

券

税

一
作
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て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

表 9 明治一三年金出納簿

収 入

小作米 384円33銭 3厘

櫨実代 187 72 1 

大豆代 45 10 9 

粟 15 14 4 

米代 488 77 2 

銀行利子 945 

貸付 28 93 7 

山代 24 5 4 

その他 I 20 

計 2120円27銭

支 出

地税等役場納 85円36銭4厘

他村関係 45 96 8 

買入田地代 71 37 9 

貸付助成 160 11 

農作業手伝夫 38 95 1 

他村出浮 3 65 

由岐屋事件 123 22 

一二年払い越し 146 10 5 

四家分 831 

妻女関係 140 94 9 

藤原・加藤団・学払 114 85 7 

その他 209 95 8 

計 1856円65銭4厘

畝
余
）
、
荷
原
、
板
屋
、
金
丸
、
小
隈
（
田
畑
一
町
八
反
余
）
、

1
0年
代
の
当
家
の
財
政
を
見
て
み
よ
う
。

銀
行
は
福
岡
橋
口
町
に
て
一

0
年
―
一
月

の
家
計
に
し
め
る
割
合
は
大
き
い
。
山
代
は

行
利
子
と
貸
付
収
入
が
四
五
％
で
銀
行
利
子

か
ら
の
収
益
が
収
入
の
五
二
％
を
し
め
、
銀

(51) 

を
終
え
て
い
た
。
そ
し
て
地
租
改
正
で
は
農
民
の
反
対
を
受
け
た
長
田
曽
根
田
村
一
作
地
な
ど
は
手
放
し
、
下
座
郡
長
渕
（
田
畑
九
反
九

四
郎
丸
、
粕
屋
郡
神
武
原
、
佐
谷
、
御
笠
郡
吉
木
、
水
城
（
余
米
四
俵

(52) 

程
）
に
お
い
て
多
少
な
り
と
も
小
作
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
残
存
史
料
で
分
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
三
奈
木
や
他
村
の
田
畑
さ
ら
に
山
林
を

(53) 

―
一
年
「
下
作
入
口
差
引
帳
」
で
は
三
奈
木
村
が
中
心
を
な
し
て
い
る
が
其
外
に
長
渕
、

金
丸
、
荷
原
村
か
ら
の
小
作
米
の
収
納
が
あ
る
。
総
反
別
一

0
町
余
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
町
二
反
ほ
ど
の
桑
櫨
花
の
畑
が
あ
る
。
総
入

口
米
大
豆
粟
三
一
四
俵
余
、
こ
の
う
ち
米
は
二
五
六
俵
余
で
正
税
村
入
費
世
話
料
駄
賃
を
差
し
引
い
て
二
二
三
俵
余
、
同
大
豆
二
〇
俵
、

粟
一
八
俵
で
あ
っ
た
。

加
え
る
と
、
当
家
は
こ
の
地
方
で
は
有
数
の
地
主
と
な
っ
た
。

支
を
見
て
み
よ
う
。
自
作
分
も
入
れ
て
田
畑

穂
波
郡
の
山
を
売
っ
た
代
金
の
一
部
で
あ
る
。

日
開
業
し
た
福
岡
第
十
七
国
立
銀
行
で
あ
る
。

明
治
―
二
年
の
第
一
七
国
立
銀
行
「
第
五

(54) 

回
半
季
実
際
考
課
状
」
に
は
黒
田
一
雄
の
八

0
0
株
が
一
番
株
主
で
、
ま
た
黒
田
一
義
は
一
六
五
株
と
あ
り
当
家
が
銀
行
資
本
へ
投
資
し

一
七
銀
行
へ
は
安
陪
庄
作
四
二
株
、
加
藤
十
五
郎
一
七
株
、
萩
本
次
論
一
四
株
、
萩
原
静
枝
、
豊
島
与
七
郎
、

つ
ぎ
に
ニ
―
―
年
「
金
出
納
簿
」
表
9
で
収
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安
岡
孫
十
郎
、
加
藤
学
各
一

0
株
、
加
藤
園
、
加
藤
啓
十
郎
各
八
株
、
加
藤
三
郎
平
、
板
波
有
、
高
橋
太
十
郎
、
尾
野
省
三
、
進
藤
加
十

郎
、
藤
崎
末
吉
各
七
株
、
大
塩
恰
六
株
、
江
藤
養
安
五
株
、
信
国
茂
三
株
、
荒
川
浩
然
二
株
な
ど
旧
家
臣
が
投
資
し
て
お
り
、
旧
主
黒
田

支
出
は
―
二
年
に
家
督
相
続
し
た
一
義
家
と
他
の
四
家
分
（
一
葦
・
一
美
・
一
雄
の
三
隠
居
と
一
路
分
）
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
他
家
分

が
四
五
％
を
し
め
て
い
る
。
地
税
等
役
場
へ
の
支
払
い
が
一
三
一
円
余
、
そ
の
う
ち
他
村
へ
の
支
払
い
が
三
五
％
あ
る
。
下
座
郡
荷
原
、

四
郎
丸
、
小
隈
田
畑
税
、
長
田
薮
税
、
那
珂
郡
平
尾
、
小
笹
、
粕
屋
郡
神
武
原
、
穂
波
郡
大
分
、
早
良
郡
下
長
尾
の
山
税
、
下
座
郡
長
渕

地
方
名
替
え
代
、
御
笠
郡
吉
木
、
粕
屋
郡
神
武
原
掛
合
費
用
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
他
村
の
所
有
田
畑
山
林
の
一
部
が
確
認
で
き
る
。
ま

た
こ
の
年
由
岐
屋
事
件
と
し
て
二
＝
―
-
円
余
計
上
さ
れ
て
い
る
。
博
多
鰯
町
の
由
岐
屋
に
は
明
治
三
年
の
段
階
で
一
―
五

0
円
の
借
金
が

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
段
階
で
す
べ
て
の
借
金
が
立
木
払
い
を
貸
主
に
任
せ
る
こ
と
で
一
応
結
着
を
み
て
い
た
筈
で
あ
っ
た
が
由
岐
屋
は

そ
れ
を
納
得
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
由
岐
屋
に
は
一

0
0
円
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。
当
家
の
山
林
に
つ
い
て
は
地
租
改
正
後
全

て
の
所
有
を
書
き
上
げ
た
も
の
が
な
い
の
で
断
片
史
料
を
集
め
る
し
か
な
い
。
明
治
一
四
年
江
見
糾
が
立
替
え
払
い
分
を
請
求
し
た
「
小

(55) 

笹
山
平
尾
山
塩
原
山
三
宅
山
春
日
山
正
租
諸
費
一
切
払
相
立
計
算
書
」
に
は
八
年
か
ら
―
一
年
で
七
九
円
余
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
こ
れ
ら
の
山
は
三
奈
木
黒
田
家
所
有
で
あ
っ
た
。
ま
た
志
賀
島
の
四
万
坪
は
安
政
六
年
に
那
珂
郡
野
間
山
（
寛
政
元
年
拝
領
）
と

(56) 

引
換
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
志
賀
島
の
四
万
余
坪
の
う
ち
大
半
は
明
治
一

0
年
の
願
い
に
よ
っ
て
下
渡
さ
れ
た
と
あ
る
。
ま
た
明
治

(57) 

―
一
年
三
月
に
は
「
春
日
山
御
売
渡
約
定
書
」
が
あ
り
林
一
五
町
余
が
ニ
―
七
円
で
春
日
村
の
保
長
藤
オ
吉
に
売
渡
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同

(58) 

年
水
城
村
の
大
谷
山
林
は
同
村
百
姓
中
が
一
五
二
円
で
買
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
山
林
は
一
旦
三
奈
木
黒
田
家
の
所
有
と
な
っ
て
そ
の
後

農
民
の
要
求
で
売
買
さ
れ
た
。
山
は
当
時
田
畑
の
肥
料
と
し
て
の
刈
敷
や
燃
料
の
薪
な
ど
を
確
保
す
る
場
所
と
し
て
村
の
生
活
に
切
り
離

せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
宇
美
村
の
神
武
原
の
場
合
の
よ
う
に
山
林
扱
い
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
ほ
と
ん
ど
が
田
畑
の
所
が
あ
る
よ
う

に
、
こ
れ
ら
の
山
に
開
墾
地
で
あ
る
一
作
田
畑
が
付
随
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
地
租
改
正
で
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

一
雄
の
主
導
の
も
と
に
旧
家
臣
の
投
資
が
行
わ
れ
た
感
が
あ
る
。
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お

わ

り

に

た
所
が
多
か
っ
た
と
考
え
る
。

ら
の
山
林
に
付
随
し
た
一
作
田
畑
で
は
三
奈
木
黒
田
家
と
農
民
で
折
り
合
い
が
つ
か
ず
、
農
民
が
購
入
す
る
形
で
解
決
し
た
も
の
が
多
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

＿
―
-
奈
木
村
以
外
で
は
当
家
所
有
地
と
な
っ
た
も
の
の
農
民
と
の
折
り
合
い
や
管
理
の
面
で
困
難
を
伴
う
た
め
、
地
租
改
正
後
に
処
分
し

―
一
年
の
布
達
で
「
他
村
エ
田
畑
山
林
等
所
有
之
者
元
村
エ
名
代
人
立
」
て
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
名

代
人
の
指
定
や
経
費
も
か
か
る
。
穂
波
郡
に
あ
っ
た
四
五
町
の
山
林
は
炭
山
跡
で
も
あ
り
諸
経
費
が
掛
か
り
す
ぎ
る
と
い
う
の
で
同
一
三

(59) 

年
に
五

0
円
で
売
り
渡
た
し
た
。
こ
の
よ
う
に
不
要
の
田
畑
山
林
を
売
る
一
方
で
買
入
が
備
金
で
な
さ
れ
た
。

―
―
二

0
円
四
月
に
二

0
0
0
円
を
受
取
備
金
と
し
、
こ
れ
を
元
手
に
田
畑
を
買
入
た
。
そ
し
て
こ
の
備
金
を
加
藤
十
五
郎
、
同
三
郎
平
、

同
学
へ
あ
ず
け
、
彼
ら
が
旧
家
臣
等
に
貸
付
を
し
、
そ
の
利
潤
を
も
加
え
て
備
金
の
元
金
と
し
て
い
る
。
一
八
年
に
は
ニ
―
八
円
の
残
金

(60)

（

61) 

が
あ
っ
た
。
買
入
れ
た
田
畑
は
三
奈
木
村
に
お
い
て
一
八
年
二
月
ま
で
に
一
町
五
反
二
四
歩
、
買
入
代
金
八

0
七
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
後

も
土
地
買
入
は
続
け
ら
れ
た
。
し
か
も
旧
家
臣
か
ら
の
土
地
の
買
上
げ
が
目
立
つ
の
は
一
四
年
か
ら
続
い
た
松
方
テ
フ
レ
に
よ
る
旧
家
臣

の
困
窮
の
結
果
で
あ
り
、
貸
付
金
の
不
返
済
か
ら
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(62) 

八
町
と
な
っ
た
。
三
奈
木
黒
田
家
の
明
治
一

0
年
代
の
経
営
は
士
地
か
ら
の
収
入
と
銀
行
利
子
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
土
地
の
売

買
を
繰
り
返
し
土
地
の
確
保
に
務
め
る
と
共
に
一
五
年
か
ら
は
養
蚕
へ
の
支
出
が
み
ら
れ
た
。
一

1

一
奈
木
村
に
開
設
さ
れ
た
製
糸
会
社
で
あ

(63) 

の
解
散
後
も
当
家
は
蚕
糸
製
造
を
続
け
、
さ
ら
に
二
二
年
大
谷
炭
坑
（
宇
美
村
水
城
村
）
経
営
に
乗
り

る
月
恒
社
(
-
四
年
ー
一
九
年
）

(64) 

だ
し
た
。

明
治
期
の
一

1

一
奈
木
黒
田
家
が
地
域
に
果
た
し
た
役
割
を
見
る
場
合
、
当
家
の
経
済
基
盤
が
如
何
に
し
て
形
勢
さ
れ
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た

か
見
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
江
戸
期
に
当
家
が
知
行
地
で
ど
の
様
な
支
配
を
し
て
い
た
か
が
わ
か
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ

一
時
期
は
田
畑
合
わ
せ
一
四
町
六
反
、
宅
地
、
山
林
と
も
に

二
1

一
年
銀
行
よ
り
三
月
に
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地
租
改
正
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
主
と
し
て
一
作
地
で
あ
っ
た
。
農
民
の
抵
抗
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
旧
知
行
主
の
影
響
力
が
少
な
い
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
像
郡
勝
浦
の
場
合
の
よ
う
に
訴
訟
と
な
っ
た
所
も
あ
る
。

要
で
あ
っ
た
た
め
所
有
地
と
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
旦
所
有
し
て
も
後
に
金
銭
を
受
取
っ
て
手
放
し
た
。

し
か
し
地
租
改
正
に
よ
っ
て
三
奈
木
村
の
な
か
に
九
町
五
反
余
の
田
畑
を
所
有
し
た
三
奈
木
黒
田
家
は
当
時
こ
の
地
方
の
大
地
主
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
旧
領
主
層
の
土
地
所
有
制
限
が
い
わ
れ
な
が
ら
も
三
奈
木
黒
田
家
が
多
く
の
田
畑
を
所
有
出
来
た
の
は
、
当
家
が
知

行
地
こ
と
に
御
茶
屋
の
あ
っ
た
三
奈
木
村
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
継
続
し
て
き
た
た
め
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
江
戸
期
を
通
じ
て
知
行
地
替

え
が
な
か
っ
た
こ
と
。
そ
こ
で
は
当
家
の
私
有
地
で
あ
っ
た
抱
地
を
多
く
持
っ
て
い
て
そ
れ
を
足
軽
に
与
え
て
耕
作
さ
せ
て
い
た
こ
と
、

元
治
元
年
に
知
行
地
へ
の
居
住
の
達
が
あ
っ
て
、
三
奈
木
村
へ
の
在
住
を
す
す
め
た
結
果
、
そ
こ
が
手
狭
で
あ
る
と
し
て
宅
地
な
ど
の
買

入
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
以
前
か
ら
田
畑
の
質
入
れ
、
買
入
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
浮
地
、
空
地
ま
で
を
も
所
有

に
出
来
る
よ
う
な
支
配
地
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
地
租
改
正
時
に
三
奈
木
村
を
中
心
に
田
畑
が
多
く
確
保
出
来
た
理
由
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
れ
ら
抱
地
、

一
作
地
か
ら
の
余
米
が
江
戸
期
に
は
予
備
費
と
し
て
家
政
の
赤
字
の
補
填
に
利
用
で
き
た
。
ま
た
足
軽
を
帰
農
処
分
に

す
る
際
、
公
地
は
そ
の
ま
ま
与
え
、
私
地
は
返
還
さ
せ
る
と
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
三
奈
木
黒
田
家
に
帰
属
し
た
。

ま
た
江
戸
期
に
お
け
る
財
政
の
な
か
で
増
加
し
て
い
た
借
財
が
拝
領
山
の
立
木
を
自
由
に
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
付
が
で
き
た
こ
と
。

こ
れ
も
そ
の
後
の
家
政
の
負
担
を
軽
く
し
た
。

は
す
で
に
六
年
よ
り
始
ま
っ
て
い
た
。

一
作
地
に
つ
い
て
は
小
作
人
の
同
意
が
必

た
。
そ
し
て
当
家
の
財
政
を
見
る
と
、
明
治
三
年
の
禄
制
改
革
で
当
家
直
属
之
家
臣
の
処
分
が
行
わ
れ
福
岡
藩
庁
直
属
に
成
っ
た
り
、
帰

農
処
分
と
な
っ
て
当
家
を
離
れ
、
ま
た
当
家
の
禄
高
が
従
前
の
十
分
の
一
と
な
る
に
及
ん
で
そ
の
財
政
は
公
か
ら
私
へ
と
転
換
し
た
。
そ

福
岡
県
の
地
租
改
正
作
業
は
政
府
の
調
査
官
は
明
治
七
年
よ
り
開
始
し
た
と
そ
の
伺
で
述
べ
て
い
る
が
、
当
地
方
で
は
所
有
確
認
作
業

し
て
次
に
私
財
政
の
基
礎
を
確
保
す
べ
く
地
租
改
正
に
臨
ん
だ
。
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た
こ
と
に
由
来
す
る
。

料」）

(
1
)

松
平
秀
治
「
明
治
初
期
尾
張
徳
川
家
の
経
済
構
造
」
（
「
社
会
経
済
史
学

j

四
一
ー
五
）
、
武
田
晴
人
「
明
治
前
期
の
藤
田
組
と
毛
利
融
資
」

(
2
)

租
税
寮
改
正
局
日
報

(
3
)

「
黒
田
三
藩
分
限
帳
J

(
福
岡
地
方
史
談
話
会
昭
和
五
三
刊
）

(
4
)

「
系
図
」
（
三
奈
木
黒
田
一
四
一
二
三
の
三
）
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
黒
田
孝
高
が
荒
木
村
重
の
虜
と
な
っ
た
と
き
親
身
に
い
た
わ
り
世
話
を
し
た
加

藤
又
左
衛
門
に
無
事
帰
還
で
き
た
ら
又
左
衛
門
の
子
を
一
人
養
子
に
す
る
約
束
を
し
た
こ
と
か
ら
又
左
衛
門
の
次
男
を
養
い
、
後
黒
田
姓
を
与
え

註

壬
申
―
一
月
一
一
六
日
白
川
県
八
代
県
伺
大
意
〔
一
七
七
〕
（
「
明
治
初
年
地
租
改
正
基
礎
資

そ
し
て
当
初
の
資
産
は
土
地
と
金
禄
公
債
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
金
禄
公
債
は
何
ら
か
の
事
情
で
旧
主
黒
田
家
に
預
け
ら
れ
て
い

(65) 

た
が
、
当
家
は
土
地
の
収
集
（
経
営
上
不
利
な
土
地
、
遠
方
の
士
地
は
売
ら
れ
、
三
奈
木
周
辺
に
土
地
が
集
め
ら
れ
た
）
に
よ
る
小
作
米

収
入
、
そ
れ
に
銀
行
の
株
を
買
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
利
子
収
入
に
よ
っ
て
生
活
を
た
て
た
。

明
治
十
年
代
は
当
時
輸
出
の
主
要
産
物
で
あ
っ
た
養
蚕
製
糸
業
を
試
み
、
ま
た
黒
田
一
義
は
二
二
年
か
ら
大
谷
炭
坑
を
開
坑
し
、
積
極

的
に
事
業
主
と
し
て
経
営
に
の
り
だ
し
た
。
当
家
は
こ
の
炭
坑
経
営
で
多
額
の
借
財
を
残
し
、
旧
藩
主
黒
田
家
の
援
助
を
受
け
る
に
至
っ

(66) 

た
。
そ
の
後
の
当
家
の
財
政
は
小
作
米
収
入
と
十
七
銀
行
、
山
陽
鉄
道
、
農
工
銀
行
の
利
子
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
く
。
「
鉄
道
業
と

(67) 

銀
行
業
が
日
本
の
資
本
主
義
を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
国
家
に
よ
る
協
力
な
保
護
育
成
の
対
象
で
あ
っ
た
」
こ
と
か
ら
、
余
っ
た
資
産
で

株
を
買
う
の
で
は
な
く
、
低
利
の
金
を
借
り
て
株
を
買
い
、
高
い
配
当
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
を
選
ん
で
い
っ
た
。

（
「
経
済
学
論
集
」
四
八
—
―
―
-
）
、
千
田
稔
「
華
族
資
本
と
し
て
の
侯
爵
細
川
家
の
成
立
展
開
」
（
「
土
地
制
度
史
学
』

明
治
五
年
第
四
二
号

―
―
六
）
外

（
九
州
大
学
文
学
部
九
州
文
化
史
研
究
施
設
）
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(
7
)

こ
の
外
高
橋
善
兵
衛
五

0
石
、
春
香
院
四
万

0
石
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
春
香
院
と
は
下
屋
敷
の
あ
る
薬
院
に
あ
り
、
具
体
的
に
は
誰
を

(
8
)

「覚」

一
四
一
一
．
八

(11
）
「
一
―
-
奈
木
村
郷
足
軽
次
占
内
什
組
二
付
村
方
江
引
取
申
度
依
之
同
村
唯
次
倅
正
吉
と
申
者
代
人
二
指
出
申
度
」
（
文
化
―
―
一
年
正
月
―
-
+
―
―
一
日
「
御

(17
）
「
一
―
-
奈
木
村
庄
屋
忠
九
郎
行
俄
井
地
方
御
取
ト
ニ
相
成
古
来
の
通
庄
屋
役
清
布
衛
門
壱
人
被
仰
付
右
之
地
方
同
人
江
被
返
下
候
次
第
」
―
―
―
六
八

(19)
寛
政
七
年
「
御
自
分
納
衆
立
山
預
山
執
斗
之
事
」
が
出
さ
れ
「
立
山
材
木
其
外
大
束
炭
山
等
御
伐
払
之
節

111奉
行
山
目
付
江
承
置
候
様
可
申
聞

旨
郡
奉
行
江
被
仰
聞
郡
奉
行
み
両
役
江
申
達
候
事
但
右
道
証
拠
山
奉
行
み
指
出
候
事
」
と
従
来
の
こ
の
よ
う
に
小
伝
え
て
き
た
が
、
現
在
様
々
で

あ
る
の
で
再
度
心
得
方
が
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
。
ま
た
家
老
中
立
山
伐
払
い
の
節
は
其
時
々
郡
奉
行
へ
仰
せ
聞
か
さ
れ
、
ま
た
山
奉
行
へ
も
申
達
し
、

18)
五
四
九

五
の

16 

一
八
五
九

15)

（
仮
）
党

六
六
六

14)

（
仮
）
貨
四
四
六

13)
八
一

0

12)
「覚」

―
二
六
五

茶
屋
寄
合
日
記
」

五
四
九

10 

一
六
九

9
)
「
郷
足
軽
之
次
第
井
人
数
高
郡
役
所
み
問
合
候
節
左
之
通
相
答
」

六
四
七

指
す
か
は
不
明
。
「
系
図
」

6
)
「
天
正
十
六
年
初
而
一
成
公
江
賜
知
行
候
廉
書
」

5
)
「
知
行
田
畠
高
目
録
」
一
六
六

一
八
五

―
二
六
五
の
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38)
書
状

37)
―
二
二
、
（
仮
）
覚
四
一
五

3
6
)
「
壱
作
願
」

四
0
八
〇

35)
「記」

九
四
七

3
4
)
「
一
作
願
」

ハ四

0
・
九
四
五

33)
九
五
七
・
九
四
六

30 

1
0
九
九

二
七
七
七
の
一
―

(29)

（
仮
）
家
財
整
理
史
料
三
―
―

-
0
六
の
二
、
「
黒
田
大
参
事
借
財
帳
」

(
3
1
)
「
福
岡
県
出
張
復
命
書
」
「
福
岡
県
伺
」
（
『
明
治
初
年
地
租
改
正
甚
礎
資
料
』
）

(32)
九
七
一

四
0
八――

28 

-
0
三
四

27 

―
―
六
六
の
一
・
「
主
人
方
就
用
事
預
申
金
之
事
」

2
6
)
慶
応
元
年
一

0
月
「
櫨
実
代
御
除
金
根
板
」

I
O
:
五

2
5
)
明
治
三
年
七
月
「
御
拝
地
御
余
米
帳
走
折
組
」
八
六
四

24)
ぶ
見
」

四

五

六

(23)
九
八
九

22)
「
兵
員
返
上
の
節
分
限
明
細
帳
」
五
一
二
五

2
1
)
三
三
八

20)
五
三
五

山
所
検
分
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

二
五
七

三
0
二
三
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(50)
二
八
八
九

(52)
明
治
九
年
「
田
畑
名
寄
帳
」
（
小
隈
村
）
―

1

1

七
五
三
、
「
記
」
（
水
城
村
）
三

0
三
四
、
「
長
渕
村
旧
御
所
有
田
畑
控
」

（53)
―
-
九
三
一

(54)

四
九
四
九
、
明
治

て
お
り
、
黒
田
一
義
も
百
五
株
と
成
っ
て
い
る
。
一
雄
の
八
百
株
は
名
目
の
み
で
実
際
は
当
初
よ
り
長
成
所
有
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す

(51)

（
仮
）
六
三
六

49)
「
預
り
山
証
拠
之
事
」

一
九
六
六

改
正
」
昭
和
四
三
年
刊
、
二

0
六
頁
）

(40)
書
状

勝
浦
と
三
奈
木
黒
田
家
が
ど
の
様
な
関
係
が
あ
っ
た
か
は
江
戸
期
の
史
料
で
は
不
明
。

(47)
「
地
所
御
下
渡
願
」
四
五
九
―
―
一
の
一
一
に
よ
る
と
志
賀
島
の
山
坪
四
万
六

0
0
0
坪
を
反
別
に
直
し
四
一
町
余
(
-
五
町
三
反
余
の
筈
）
と
し
て

い
る
。
面
積
に
つ
い
て
は
穂
波
郡
大
分
村
抱
山
林
も
同
様
な
事
が
言
え
る
。

(48)
官
林
に
つ
い
て
は
明
治
四
・
五
年
荒
蕪
地
お
よ
び
官
林
無
制
限
払
下
の
法
律
を
発
布
し
、
地
租
改
正
の
直
後
そ
れ
を
停
止
、
六
年
―
二
月
太
政

官
布
告
で
「
産
業
資
本
ノ
為
官
林
荒
蕪
地
払
下
規
則
」
が
発
布
、
還
禄
士
族
に
た
い
し
官
林
等
が
定
価
で
払
下
げ
ら
れ
た
。
（
福
島
正
夫
「
地
租

五
年
「
第
十
回
半
季
実
際
考
課
状
」
で
は
本
店
が
大
坂
に
移
っ
て
お
り
黒
田
一
雄
の
八
百
株
は
黒
田
長
成
の
名
前
に
な
っ

46)
八
九
四

(45)
三
ニ
ニ
四

(44)
前
掲
一
五

43)
二
八
三
〇

42)
「
一
作
之
儀
二
付
添
願
」

41)
二
六
八

39)
九
四
八

四
0
八
四

二
九
四
五
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但
、
漠
数
字
は
―
二
奈
木
黒
田
家
文
書
の
整
理
番
号
を
ホ
す
。

(65)
二
六
八
、
公
債
額
面
四
一
五

0
円
が
大
正
五
年
財
政
整
理
の
時
点
で
黒
田
家
よ
り
返
却
さ
れ
た
。
三

(66)
「
御
拝
借
金
明
細
表
」
―
―
一
三
一
ぷ
〕

(67)
星
野
誉
夫
「
日
本
鉄
道
会
社
と
第
十
百
国
立
銀
行
(
-
)
」
（
武
蔵
大
学
論
集

64)

（
仮
）
炭
坑
関
係
五

o
o
:
-五
Oil
―
九
、
三
四
五

0
外

「
養
蚕
製
糸
年
々
ノ
所
得
高
」
三
二
六
八
‘
一
九
ー
ニ
―
―
―
年
に
か
け
て
そ
の
純
益
は
一
三
円
か
ら
四

0
円
で
あ
っ
た
。

6
3
)
I
甘
木
市
史
』
下
、
五
九
頁

62)
「記」

三
九
五
八
、
四
九
四
九
、
二
九
四
二

61)
「
御
備
金
ヨ
リ
買
入
部
地
方
目
録
」

60)
「
御
備
金
出
納
簿
」

九

八
、
一
三
一
八
九

59)
四
六
六
二
の

58)
「
金
送
り
状
」

四
六
一
四

57)
四
六
一
六

5
6
)
-
―
―
―
五
七
、
前
掲
四
五
九
二
の

55)

三
一
五
七
の

る
。

―
―
一
九
九

二
0
周
年
記
念
論
文
集

一
九
七

0
)

八
七
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「
系
図
」

但
（
）
の
内
は
生
存
期
間

大
和
、
長
門
、
聴
鴬

初
一
式
、
益
太
郎
、
三
左
衛
門
、

慶
応
元
ー
明
治
4

⑦

⑩

 

一
春
「
一
興
清
定
]
」
—
女
|
ズ
虹

1
3
し
明
治
3
0
)

④
 

戸
女
—
心
任
ー
心
貫
[
/
⑤
⑥
⑧
⑨

一
利
ー
一
誠
隆
庸
ー
—
女
漕
整

（
文
政
元
・

1
1
.
5
ー
明
治
1
8
.
1
2
.
3
)

天
保
11
ー
慶
応
元

初
一
整
、
元
八
郎
、
半
之
丞
、
三
左
衛
門

播
磨
、
暁
心
、
一
葦

八
十
雄

一
路

一⑪
＝勇明＾雄
元熊治元
衛 ‘4保
門庸 ~1,5
之同 I
雅丞12~

楽

源
七
郎
、
一
義

明
治
12ー

⑫
 

一
義

（
万
延
元
ー
）
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